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凡

例

 

一

本
目
録
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
が
所
蔵
す
る

「尾
張
徳
川
家
文
書
」
に

つ
い
て

収
録
し
た
も

の
で
あ
る
。
「尾
張
徳
川
家
文
書
」
は
、
現
在
、
「尾

=

～

「尾
八
」

の
文
書
群
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち

「尾

一
」
～

「尾
四
」
は
、
昭
和

一
〇

年
(
一
九
三
五
)に
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会

(現
在

の
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
)
に

よ

っ
て
開
設
さ
れ
た
蓬
左
文
庫
に
お
い
て
整

理

・
分
類
さ
れ
た
も
の
で
、
「尾
五
」
～

「尾
八
」
は
、
そ
の
後
当
研
究
所
に
お
い
て
整
理
さ
れ
た
文
書
群
で
あ
る
。
本
号
で
は

「尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
」
(六
)と
し
て
、
「
尾
四
」
の
文
書
群
の
う
ち
、
史
料
番
号

一

～

=

○
ま
で
を
収
録
し
た
。
な
お
、
本
目
録
は
、
文
書
点
数
が
非
常
に
多

い
こ
と

や
紙
幅
の
関
係
な
ど
か
ら
、

一
度
に
収
録
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
「尾

=

～

「尾
八
」
ま
で
の
文
書
群
を
複
数
回
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一

本
目
録
で
は
、
各
史
料
に
つ
い
て
、
①
番
号
、
②
表
題
、
③
年
月
日
、
④
作
成
者

(差
出
)、
⑤
形
態

・
数
量
、
⑥
備
考
の
六
項
目
を
採
録
し
た
。

一

番
号
は
、
原
則
と
し
て
、
過
去
に
蓬
左
文
庫
に
よ

っ
て
付
さ
れ
た
枝
番
号
形
式
の

番
号
を
使
用
し
た
が
、

一
部
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
当
研
究
所
に
お

い
て
付
さ
れ
た

番
号
を
使
用
し
た
も
の
も
あ
る
。
本
目
録

の
配
列
は
、
こ
の
番
号
の
順
序
に
し
た
が

っ
て
い
る
。
な
お
、
史
料
の
配
列
や
出
納

・
閲
覧

の
都
合
上
、
欠
番
号
は
そ

の
ま
ま

に
し
て
あ
る
(本
号
の
目
録
で
は
、
尾
四
1

四

一
、
お
よ
び
六
八
～
七
七
が
欠
番
号
で

あ
る
)。

一

表
題
は
、
原
則
と
し
て
内
題
(巻
頭
題
)
を
採
用
し
、
外
題
を
〔

〕
付
き
で
直
後

に

示
し
た
(な
お
、
内
題
と
外
題
が
同
じ
場
合

に
は
、
〔

〕
の
表
記
は
省
略
し
た
)。
ま
た
、

表
題
の
み
で
は
内
容

の
把
握
が
困
難
と
考

え
ら
れ
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
V

じ
て
表
題
の
直
後
に
(

)付
き
で
内
容
に
関
す
る
補
記
を
行

っ
た
。

一

年
月
日
は
、
原
則
と
し
て
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
月
日
(内
容
年
)を
示
す
こ

と
に
し
、
目
録
作
成
時
に
推
定
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
(

)を
付
け
て
適
宜
表
記
し

た
。
ま
た
、
年
次
記
載
が
な
く
て
も
、
お
お
よ
そ
の
作
成
年
代
が
わ
か
る
場
合
に
は
、

(安
政
年
間
)
、
(江
戸
末
期
)、
(明
治
初
年
)な
ど
と
付
し
て
、
該
当
す
る
年
号
や
時
期

を
示
す
こ
と
に
し
、
推
定
不
能
の
場
合
に
は
、
(年
不
詳
)と
し
た
。
刊
本

・
写
本
の
場

合
は
、
そ
の
史
料
が
刊
行
ま
た
は
、
書
写
さ
れ
た
時
点
の
年
次
を
表
記
し
、
刊
本
の

う
ち
、
後
印
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
版
年
次
に

続
い
て
(

)付
き
で
後
印
年
次
を
記
し
た
。

形
態
に

つ
い
て
は
、
縦

(縦
帳
)
・
横
(横
長
帳
)
・
横
半
(横
半
帳
)
・
状

(切
紙

・

続
紙

・
折
紙
)
・
鋪

(絵
図
)
・
綴

(作
成
契
機

の
異
な
る
複
数

の
史
料
を
綴

っ
た
も

の
)
・
帖

(折
本
)
・
巻

子
な

ど
と
示
し
た
。
小
型
本

に

つ
い
て
は
、
「横

・
小
」、

「縦

・
小
」
な
ど
と
表
記
し
た
(た
だ
し
、
本
号
収
録
分
は
す
べ
て
縦
帳
で
あ
る
)
。

一

数
量
は
、
出
納

・
閲
覧
の
便
宜
を
考
慮
し
て
、
後
年
の
改
装
に
よ
り
、
分
冊
あ
る

い
は
合
綴
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
も
、
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
状
態
で
の

冊
数
を
採
用
し
た
。

一

備
考
に
は
、
史
料
の
概
略
や
別
題
、
史
料
の
中
に
挟
み
込
ま
れ
た
書
状

・
書
付

・

絵
図
面
お
よ
び
綴
じ
込
ま
れ
た
文
書
の
有
無
、
欠
本
、
合
綴
、
改
装

の
状
態
な
ど
、

必
要
と
思
わ
れ
る
事
柄
を

*
印
を
付
け
て
適
宜
記
し
た
。

一

複
数
に
お
よ
ぶ
冊
子
で
構
成
さ
れ
て
い
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
出
納
や
閲
覧
の
便

宜
の
た
め
、
原
則
と
し
て
各
冊
ご
と
の
細
目
を
掲
載
し
た
。
細
目
の
各
項
目
に
お
け

る
配
列
は
、
表
題

・
年
月
日

・
作
成
者
(差
出
)
・
形
態

・
備
考

(冒
頭
に
※
を
付
し

た
)
の
順
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
二
字
ア
キ
で
示
し
た
が
、
該
当
す
る
項
目
に
記
載
が
な

い
場
合
に
は
、
省
略
し
て
表
記
し
て
い
る
。

一
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本
目
録
は
、
当
研
究
所
で
過
去
に
採
録
し
た
カ
ー
ド
を
基
礎
と
し
、
こ
れ
に
今
回

の
目
録
掲
載
に
際
し
て
改
め
て
実
施
し
た
内
容
調
査

の
結
果
を
加
え
て
構
成
し
た
。

内
容
調
査
、
デ
ー
タ
入
力
、
お
よ
び
原
稿
化
作
業
は
、
白
根
孝
胤
が
担
当
し
た
。

二



尾
張
徳
川
家
歴
代
藩
主

一
覧

代

緯

生
没
年
月
日

藩
主
就
任
期
間

謹
号院号

実
父生母

正
室(
簾
中)継室

1

義
直

慶

長
五

年
一
一

月
二

八
日

～慶安三年五月七日

慶
長
一

二
年
閏
四
月
二
六
日
～慶安三年五月七日

敬
公

徳
川
家
康御亀(相慮

院)

春
姫(
高
原
院、

浅
野
幸
長
女)

2

光
友

寛

永
二

年
七

月
二

九

日
～元禄一三年一〇月

一

六

日

慶
安
三
年
六
月
二
八
日
～元禄六年四月二五

日(
隠
居)

正
公瑞龍

院

義
直尉(歓

喜
院)

千
代
姫
(
霊
仙
院、

徳
川
家
光
女)

3

綱
誠

慶

安
五

年
八

月
二

日

～元禄一二年六月
五

日

元
禄
六
年
四
月
二
五
日
～元禄一二年六月五

日

誠
公泰心

院

光
友千代

姫(
霊
仙
院)

新
君(
埜
珠
院、

広
幡
忠
幸
女)

4

吉
通

元

禄
二

年
九

月
一

七

日
～正徳三年七月二六

日

元

禄
一

二

年
七

月
一

一

日
～正徳三年七月二六日

立
公円覚

院

綱
誠下総

(
本
寿
院)

輔
君(
瑞
祥
院、

九
条
輔
実
女)

5

五
郎
太

宝

永
八

年
一

月
九
日

～正徳三年一〇月
一

八
日

正

徳
三

年
八

月
二

九
日

～正徳三年一〇月一

八
日

達
公真巌

院

吉
通輔君

(
瑞
祥
院)

6

継
友

元
禄
五
年
二
月
八
日
～享保一五年=

月
二
七
日

正

徳
三

年
一
一

月
一
一

日
～享保一五年一一月二

七
日

曜
公晃禅

院

綱
誠和泉

(
泉
光
院)

安

己
君
(
光

雲
院、

近

衛
家
熈

女)

7

宗
春

元

禄
九

年
一

〇
月
二

六
日

～明和元年一〇月八日

享

保
一

五

年
一
一

月
二

八
日

～元文四年一月二二日(隠

居)

逞
公章善

院

綱
誠梅津

(
宣
揚
院)

8

宗
勝

宝

永
二

年
六

月
二

日
～宝暦一一年六月

二

四
日

元
文

四

年
一

月

=
二
日

～宝暦=年六月二

四
日

戴
公賢隆

院

松
平
友
著繁(円珠院

)

三

姫
(
宝

蓮

院、

徳
川
吉

通
女
)

9

宗
睦

享

保
一

八

年
九

月
二

〇
日

～寛政一一年一二月二

四
日

宝

暦

=

年
八

月
五
日

～寛政一一年一二月
二

四
日

明
公天祥

院

宗
勝嘉代(

英
巌
院)

好
君(
転
陵
院、

近
衛
家
久
女)

10

斉
朝

寛

政
五

年
八

月
二一
二

日
～嘉永三年五月二二

日

寛
政
一

二

年
一

月
二

九
日
～文政一〇年八月一五

日
(
隠

居V

順
公天慈

院

一

橋
治
国彰君(乗蓮

院)

淑
姫(
清
湛
院、

徳
川
家
斉
女)

11

斉
温

文
政
二
年
五
月
二
九
日
～天保一〇年三月二

六
日

文
政
一

〇
年
八

月
一

五

日
～天保一〇年三月二六

日

僖
公良恭

院

徳
川
家
斉瑠璃(青蓮

院)

愛
姫
(

珠
樹

院、

田

安
斉

匡
女
)福君(俊恭院、鷹司政熈女)

12

斉
荘

文
化
七
年
六
月
二
二
日
～弘化二年七月二〇

日

天
保
一

〇
年
三
月
二
六
日
～弘化二年七月二〇日

誌
公大覚

院

徳
川
家
斉蝶(速成院

)

猶

姫
(

貞
慎

院、

田

安
斉

匡
女
)

13

慶
賊

天
保
七
年
六
月一

五
日
～嘉永二年五月七日

弘
化
二
年
八
月
二
六
日
～嘉永二年五月七日

欽
公顕曜

院

田
安
斉
匡れい(青松

院)

14

慶
勝

文
政

七

年
三

月
一

五

日
～明治一六年八月一

日

嘉

永
二

年
六
月

四
日
～安政五年七月五

日
(
隠

居)

文
公賢徳

院

松
平義

建規姫(真謹

院)

矩

姫
(

貞
徳
院、

丹

羽
長

富
女
)

15

茂
徳

天

保
二

年
五

月
二

日
～明治一七年三月

六

日

安
政

五

年
七
月
五

日
～文久三年九月一

三
日
(

隠
居)

顕
樹
院

松
平義

建みさを(陽

清
院)

政

姫
(
崇

松
院、

丹

羽
長

富
女)

16

義
宜

安
政
五
年
五
月
二
四
日
～明治八年=月二

四
日

文
久

三

年
九
月

二
二
日

～明治八年一一月二

四
日

靖
公隆徳

院

慶
勝多満(

禎
正
院)

※

「御

家
御

続
帳

」

「
御

日
記
」

「
御
記

録
」
(徳
川

林
政

史
研

究
所

所
蔵

)
、

『
尾

張
徳

川
家

系

譜
』
(
『名

古

屋
叢

書

三
編

』

て
生
没

年
月

日

に
若
干

の
相

違

が
あ

る
。
な

お
、

一
六
代

義

宜
は
当

主

で
あ

っ
た
期

間
を

記
す

。

第

一
巻

)
よ

り
作

成

。
な

お
、

系

譜

・
家

譜

に

よ

っ

尾
張
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番

号

表

題

尾
四-

一

御
届
御
願
書
類

*
「邸
宅
願
」
「士
族
拝
借
願
」
「両
国
橋
上
馬
車
通
行
願
」

ま
と
め
て
綴
じ
込
ん
だ
も
の
。

尾

四
1

二

尾

四
-

三

諸
省御

達
第 留

冊

 

第

二

冊

第

三

冊

第

四

冊

年
月
日

(明
治
四
年
～
同

一
五
年
)

「賜
邸
之
内
町
並
貸
地
願
」
「献
上
金
願
」

作
成
者
(差
出
)

徳
川
家

「学
資
金
献
納
願
」
「旅
行
願
」

四

形
態

・
数
量

縦

一

「売
薬
営
業
鑑
札
御
下
付
願
」
等
の
願
書
類
を

(明

治

一
〇
年

～
同

二

二

年

)

(徳

川

邸

)

縦

六

諸
省

御
達

留

〔
一
〕

(明
治

一
一
年

一
月
～
同

一
三
年

六
月
)

(徳

川
邸
)

※
太

政
官

・
式
部

省

・
大
蔵
省

・
宮
内

省

・
陸
軍
工
兵
第

一
方

面
御
本
署
等

か
ら

の
御
達
や
書

状
類
を
綴
じ
込
ん

だ
も

の
。

〔諸
省
御
達

留

二
〕

(
明
治

一
三
年
四
月

～
同

一
五
年
七
月

)

(徳
川
邸

)

※
「
宮
内
省
差
出

・
徳

川
慶

勝
宛
達
書
」
(勲
章
授
与
式

二
付
)
、

「赤
坂
仮
皇

居
御
苑
観
菊
会
招
待

状
」
「
(英
国
両
皇

孫
殿
下
供
覧

ノ
為

メ
於
吹
上
御
苑
騎
戦

相
催

候

二
付
)
案
内

状
」
等

の
括

り
付

け
あ
り
。

〔諸
省
御
達

留

三
〕

(明
治

一
〇

年

一
〇
月

～
同

一
七
年

一
二
月

)

(徳
川
邸

)

※
「
(延
遼
館

二
於

テ
有
栖

川
二
品
親
王
井
御
息

所
両
殿
下

ヨ
リ
夜

会
被
相
催
候

二
付
)
案
内
状
」

の
括

り
付
け
あ
り
。

諸
省
御
達

留

〔
こ

(四

)

(明
治

一
八
年

一
月

～
同

一
九
年

一
二
月

)

徳

川
邸

※
華
族

局

・
賞
勲
局

・
宮
内

省

・
外
務
省

・
農
商

務
省
等

か
ら

の
御
達

や
書
状
類
を
綴

っ
た
も

の
。
冒

頭
に

「従
前

ハ
御
達
書

ト
御
答
達

ト

ハ
別

冊
ナ

レ
ト

モ

区

々

ニ
シ
テ
見

別
難
キ
儀

モ
有
之

二
付
、

以
来
此
帳
簿

二
総

テ
可
綴
込
事
」

と
あ

り
。

第

五

冊

〔諸
省
御
達
留

二
〕
(五
)

※
諸
省
の
御
達
の
他
、

第

六

冊

〔諸
省
御
達
留

二
〕
(六
)

※
諸
省
の
御
達
の
他
、

公
務
諸
達
書
綴
込

同
準
拠
之
件

第

一
冊

第

二

冊

第

三

冊

(明
治

一
九
年

一
二
月
～
同
二

一
年
九

月
)

(徳

川
邸
)

学
習

院
長

・
学
習
院
教
務

課

・
東
京
府
知
事

と

の
書
類
も
あ

り
。

封
筒

・
葉
書

の
綴

じ
込
み
多
数
あ

り
。

(明
治
二

一
年
九

月
～
同
二
二
年

一
二
月
)

(徳

川
邸
)

華
族
会
館

長

・
愛
知
県
知
事

・
本
所
区
長
等

と

の
書
類
あ
り
。
封
筒

・
葉
書

の
綴

じ
込
み
多
数
あ

り
。

(
明
治

二

三

年

～
同

二
六

年

)

徳

川
事

務

局

〔
こ

(明
治
二
一二
年

一
月

～
八
月
)

徳

川
事

務
局

縦

三

 

公
務
諸
達

書
綴
込

同
準
拠

之
件

※
宮
内
省

・
爵

位
局

・
華
族
会
館

・
内
国
勧
業
博
覧
会

・
帝
国
博
物
館

・
日
本
美
術
協
会

・
北
海

道
炭
磧
鉄

道
株
式
会

社

・
本
所

区
長

・
日
本

赤
十

字
社
等

と

徳
川
義

禮

・
義
恕
と

の
書
翰
を

綴
じ
込
ん

だ
も

の
。
封
筒

・
葉
書

・
招
待
状

・
案
内

状
等

の
綴
じ
込

み
多
数
あ
り
。

〔公
務

諸
達
書
綴
込

同
準
拠

之
件

二
〕

(明
治

二
一二
年
九
月

～
同

二
四
年

一
二
月

)

(徳
川
事
務

局
)

※
宮

内
大
臣

・
貴

族
院
議
長

・
東
京

府
知
事

・
華
族
会
館

・
第
十
五
国
立
銀

行
頭
取

・
大

日
本
帝

国
水
難
救
済
会

・
北
海
道

炭
磯
鉄

道
株
式
会

社
等

と

の
書
翰

を
綴

じ
込
ん
だ
も

の
。
封
筒

・
葉
書

の
綴

じ
込

み
多
数
あ
り
。

〔公
務

諸
達
書
綴
込
〕
(三
)

(明
治

二
五
年
三
月

～
同
二
六
年

一
二
月

)

(徳

川
事
務

局
)

※
宮

内
大
臣

・
式
部

職

・
貴
族
院
議

長

・
日
本
美
術
協
会
等

と

の
書
翰
を
綴

じ
込
ん
だ
も

の
。

封
筒

・
葉
書

・
招
待

状
等

の
綴
じ
込

み
多
数
あ
り
。



尾

四
-

四

尾

四
-

五

尾

四
-

六

尾 尾
四 四

lI

八 七

 

尾

四
1

九

尾

四
ー

δ

尾

四
-

二

公
達
書
類

(明
治
二
九
年

一
月
～

(徳
川
家
)

縦

一

同
四

一
年
六
月
)

*
宮
内
省

・
爵
位
局
の
書
類
を
綴

っ
た
も
の
。
封
筒

・
宮
中
招
待
状
な
ど
の
綴
じ
込
み
多
数
あ
り
。

替
目
留

(明
治
二
年
～
同
三
六
年
)

(徳
川
家
)

縦

四

*
家
扶

・
家
従

・
女
中
な
ど
の
御
用
向
き
を
月
ご
と
に
書
き
留
め
た
も
の
。

第

一
冊

替
目
留

〔
一
〕

(明
治
四
年
～
同
七
年

一
月
)

(徳
川
家
)

第

二

冊

〔替
目
留

二
〕

(明
治
七
年
～
同

一
九
年
)

(徳
川
家
)

第

三

冊

〔替
目
留

三
〕

(明
治
二
〇
年
～
同
三
六
年

一
月
)

(徳
川
家
)

第

四

冊

替
目
留

(四
)

(明
治
二
年
)

(徳
川
家
)

※
(
一
)～
(三
)
の
留
帳
と
は
別
帳
。

〔豊
国
会
書
類
〕

(明
治
二
九
年
～
同
三

一
年
)

〔徳
川
邸
〕

縦

一

*
豊
国
会
に
よ
る
豊
臣
秀
吉
の
墳
墓
(京
都
東
山
阿
弥
陀
ヶ
峰
)修
築
に
関
す
る
書
翰
や
書
類
を
綴
じ
込
ん
だ
も
の
。
他
に

「豊
太
閤
三
百
年
祭
参
拝
人
乗
車
船
心
得
」
「汽
車
汽
船

割
引
票
」
「謝
状
」
(豊
国
会
会
長
侯
爵
黒
田
長
成
差
出

・
侯
爵
徳
川
義
禮
宛
)
「豊
国
会
委
員
長
嘱
託
状
」
(黒
田
長
成
差
出

・
徳
川
義
禮
宛
)等
計

一
一
点
あ
り
。
包
紙
あ
り
。

〔尾
三
水
産
会
書
類
〕

(明
治
二
九
年
～
同
三

一
年
)

(尾
三
水
産
会
)

縦

一

〔華
族
会
館
書
類
〕

(明
治
二
五
年
～
同
四

一
年
)

〔徳
川
邸
〕

縦

一

*
書
翰

・
葉
書
、
お
よ
び
華
族
会
館
規
則
、
報
告
書
を
綴
じ
込
ん
で
い
る
。

〔武
揚
学
校
書
類
〕

(明
治
;

二
年
～
同
三
二
年
)

(武
揚
学
校
)

縦

一

*
「武
揚
学
校
職
員
生
徒
人
名
簿
」
「陸
軍
士
官
学
校
第
七
期
卒
業
本
校
出
身
姓
名
」
等
の
他
、
多
く
の
書
翰
を
綴
じ
込
ん
で
い
る
。
侯
爵
徳
川
義
禮
は
武
揚
学
校
総
裁
。

〔可
睡
齊
伽
藍
保
存
会
書
綴
〕

(明
治
三

一
年
～
同
三
二
年
)

〔庶
務
係
〕

縦

一

*
「重
野
文
学
博
士
撰

可
睡
斎
秋
葉
総
本
殿
碑
文
」
「遠
州
秋
葉
総
本
殿
可
睡
斎
保
存
会
設
立
主
意
書
」
の
他
、
多
く
の
書
翰
を
貼
り
付
け
て
い
る
。
可
睡
斎
は
徳
川
家
康
ゆ
か
り
の

地
。

〔台
湾
協
会
書
類
〕

(明
治
三
二
年
四
月
～

〔庶
務
係
〕

縦

一

同
三
四
年
八
月
)

*
「台
湾
協
会
名
古
屋
支
部
長
推
薦
状
」
(台
湾
協
会
会
頭
子
爵
桂
太
郎
差
出

・
侯
爵
徳
川
義
禮
宛
)
の
貼
り
付
け
あ
り
(封
筒
入
り
)。

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

五



番

号

尾
四-

三

尾

四
-

三

尾

四
-

一
四

尾

四
-

一五

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

表

題

〔愛
知
育
児
院
書
類
〕

*
規
則

・
総
会
議
事
録
の
他
、
書
翰

・
葉

書

の
綴
じ
込

み
あ

り
。

年
月
日

(明
治
二
八
年
～
同
三

一
年
)

徳
川
義
禮
は
愛
知
育
児
院
長
。

作
成
者
(差
出
)

(愛
知
育
児
院
)

⊥
ノ＼

形
態

・
数
量

縦

一

東
京
社
寺
之
記

附
尾
州
ノ
分
共

(明
治
四
年
～
同

一
六
年
)

社
寺
懸

縦

五

第

一
冊

東
京
社
寺
之
記

附
尾
州
ノ
分
共

〔
一
〕

(明
治
四
年
～
同
五
年
)

社
寺
懸

※
「東
京
之
分
」
「尾
州
之
部
」
で
構
成
。
「天
徳
寺
伝
通
院
巳
年
分
御
備
物
代
半
減
渡
方
留
」
あ
り
。

第

二

冊

〔東
京
社
寺
之
記

附
尾
州
ノ
分
土
ハ
ニ
〕

(明
治
五
年
～
同
八
年
)

(社
寺
懸
)

※
「西
光
庵
ノ
図
」
二
枚
の
括
り
付
け
あ
り
(包
紙
あ
り
)。

第

三

冊

〔東
京
社
寺
之
記

附
尾
州
ノ
分
共

三
〕

(明
治
八
年
～
同
九
年
)

(社
寺
懸
)

※
「東
京
ノ
御
墓
所
御
位
牌
御
安
置
之
分
」
と
あ
り
。
「明
治
八
年
十
一
月

伝
通
院
御
霊
屋
御
模
様
替
御
尊
牌
御
合
併

一
巻
」
あ
り
。
「伝
通
院
御
霊
屋
取
請
御

場
所
替
二
付
右
院
よ
り
差
出
候
書
付
井
御
霊
屋
図
面
金
銀
受
取
書
共
入
」
三
通
、
お
よ
び

「天
徳
寺
再
建
絵
図
」
の
括
り
付
け
あ
り
。

第

四

冊

〔東
京
社
寺
之
記

附
尾
州
ノ
分
共

四
〕

(明
治

一
〇
年
～
同

一
一
年
)

(社
寺
懸
)

※
「芝
御
霊
殿
御
修
復
御
仕
様
書

十
年
九
月
」
「明
治
十
年
十
二
月
什
物
帳

松
蓮
社
」
等
あ
り
。

第

五

冊

〔東
京
社
寺
之
記

附
尾
州
ノ
分
共

五
〕

(明
治

一
一
年
～
同

一
六
年
)

(社
寺
懸
)

社
寺
江
付
願
達
留

第

一
冊

第

二

冊

第

三

冊

第

四

冊

(明
治
二
年
～
同
二
三
年
)

社
寺
掛

縦

四

社
寺
江
付
願
達
留

〔
一
〕

(明
治
二
年
～
同
五
年
)

社
寺
掛

※
「願
達
」
「社
寺
願
達
」
の
項
目
で
構
成
。
「
(建
中
寺
住
居
替
)今
般
変
考
図
絵
綴
」
の
綴
じ
込
み
あ
り
。

〔社
寺
江
付
願
達
留

二
〕

(明
治
四
年
～
同
八
年
)

(社
寺
掛
)

※
「境
内
其
他
什
物
等
取
調
書

第

一
大
区
六
小
区
愛
知
郡
筒
井
町
建
中
寺
」
等
あ
り
。
「
(建
中
寺
住
居
替
)絵
図
面
」
の
綴
じ
込
み
あ
り
。

〔社
寺
江
付
願
達
留

三
〕

(明
治
八
年
～
同

一
八
年
)

(社
寺
掛
)

※
「
(高
岳
院
)境
内
朱
引
之
場
所
官
有
地
無
代
償
御
下
渡
二
付
絵
図
面
」
の
綴
じ
込
み
あ
り
。

〔社
寺
江
付
願
達
留

四
〕

(明
治

一
〇
年
～
同
二
一二
年
)

(社
寺
掛
)

※
「建
中
寺
境
内
井
墓
地
量
地
野
帳
」
「什
物
明
細
取
調
書

名
古
屋
筒
井
町
建
中
寺
」
あ
り
。
「東
春
日
井
郡
沓
掛
村
官
林
絵
図
面
」
(彩
色
あ
り
)
の
綴
じ
込
み
あ

り
。

明
治
十
六
年
七
月
ヨ
リ

社
寺
留

〔東
京
〕

(明
治

一
一
年
～
同
二
二
年
)

*
「西
光
庵
絵
図
面
」
「西
光
庵
治
定
御
墓
地
図
」
「伝
通
院
御
廟
位
置
之
図
」
の
綴
じ
込
み
あ
り
。

横
網
町

徳
川
邸

縦

一



尾

四
-

エ
ハ

御法

事
御

第 第 供
一 _養　 メ　

田
冊 冊

(明
治
五
年
～
同
二
四
年
)

一
等
家
従

御
法
事
御
供
養
留

〔
一
〕

(明
治
五
年
～
同

一
〇
年
)

一
等
家
従

〔御
法
事
御
供
養
留

二
〕

(明
治

一
〇
年
～
同
二
四
年
)

(
一
等
家
従
)

※
「十

一
年
二
月
廿
二
日

貞
慎
院
様
七
回
御
忌
天
徳
寺
お
ゐ
て
軽
ク
御
供
養
被
命
二
付
調
下
」
等
あ
り
。

斉
荘
の
簾
中
で
あ
っ
た
猶
姫
の
こ
と
。

縦

二

 

貞
慎
院
は
田
安
斉
匡
の
息
女
で
、

一
二
代
藩
主
徳
川

尾
四
-

一七

萬
松
寺

・
慶
雲
軒

・
長
栄
寺
等
寺
方
江
付
候
達
留

(嘉
永
四
年
～
明
治
五
年
)

御
小
納
戸
頭
取

・
御
小
納
戸
詰
組
頭

・
同
役
懸

第

一
冊

萬
松
寺

・
慶
雲
軒

・
長
栄
寺
等
寺
方
江
付
候
達
留

〔
一
〕

(嘉
永
四
年
～
万
延
元
年
)

御
小
納
戸
頭
取

・
御
小
納
戸
詰
組
頭

・
同
役
懸

※
「伺
」
(万
松
寺
御
宝
蔵
御
修
復
料

・
灯
明
料
従
御
側
被
下
置
二
付
)
の
書
付
の
括
り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔萬
松
寺

・
慶
雲
軒

・
長
栄
寺
等
寺
方
江
付
候
達
留

二
〕

(万
延
二
年
～
明
治
五
年
)

(御
小
納
戸
頭
取

・
御
小
納
戸
詰
組
頭

・
同
役
懸
)

※
「慶
雲
軒

・
長
栄
寺
江
被
下
候
御
定
金
等
書
抜
」
あ
り
。

尾

四
-

天

〔名

地

往

復

簿

〕

(明
治

七

年

～

同

一
七
年

)

*
東
京
お

よ
び
名
古
屋

の
用
途

懸
や

一
等
家
従
等

の
書

翰
を
書
き

留
め
た
も

の
。

第

一

冊

名
地
往
復
便
覧

〔名
地
往
復
簿

一
〕

(明
治

七
年

一
月

～
八
月

)

用
途
懸

※
書
翰

の
貼
り
付
け
、
括

り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔名
地
往
復
簿

二
〕

(明
治

七
年

八
月
～
同
八
年
三

月
)

(用
途
懸
)

※
書
付

の
括
り
付
け

一
通
あ

り
。

第

三

冊

第

四

冊

第

五

冊

第

六

冊

第

七

冊

第

八

冊

第

九

冊

第

一
〇
冊

第

一
一
冊

徳
川
邸

・
用
途
懸

・
庶
務
課

〔名
地
往
復
簿

三
〕

(明
治

八
年

三
月
～

一
〇
月

)

(用
途
掛

)

〔名
地
往
復
簿

四
〕

(明
治
八
年
九

月
～
同
九
年

一
月
)

(用
途
懸
)

〔名
地
往
復
簿

五
〕

(明
治
九
年

一
月
～
七
月

)

(用
途
懸

)

※
「海

西
郡
寛
延
新

田
全
村

図
」

(彩
色
あ

り
)
の
綴
じ

込
み
あ
り
。

〔名
地
往
復
簿

六
〕

(明
治
九
年

六
月
～
同

=

年

四
月
)

(用
途
懸
)

名

地
往
復
簿

〔
こ

(七
)

(明
治

一
〇
年

一
月
～
同

一
一
年
三
月

)

徳
川
邸

〔名
地
往
復
簿

二
〕
(八
)

(明
治

一
一
年
三
月

～

一
〇
月
)

(徳
川
邸
)

〔
名
地
往
復
簿

三
〕
(九
)

(明
治

=

年

一
〇

月
～
同

一
二
年

一
二
月
)

(徳

川
邸
)

名
地
往
復
簿

〔
一
〕
(十

)

(明
治

一
三
年

一
二
月

～
同

一
四
年

一
二
月

)

庶
務
課

※
中
表
紙

に

「
十
四
年

一
月

ヨ
リ

愛

地
往
復
簿

庶
務

課
」
と
あ
り
。
封
筒

・
手
紙

の
貼

り
付

け
あ
り
。

〔名
地
往
復
簿

二
〕
(十

一
)

(明
治

一
四
年

一
二
月

～
同

一
五
年

一
二
月
)

(庶
務
課

)

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

七

縦縦

二

 

二
二



番

号

表

尾
四
ー

一九

愛
知
往
復
簿

尾

四
-

二
〇

尾

張
徳

川
家

文
書

目
録

(六
)

八

題

年

月

日

作
成

者

(
差

出

)

形
態

・
数

量

第

一
二
冊

〔名
地
往
復
簿

三
〕
(十
二
)

(明
治

一
五
年

一
二
月
～
同

一
六
年

一
二
月
)

(庶
務
課

)

※
「
愛
知
紡
績
会

社
創
立
大
意
」

「愛

知
紡
績
会
社
規
則
」

「
愛
知
紡
績
会
社
建
築

及
損
益
概
算
」

の
冊
子

の
挟

み
込
み
あ

り
。

第

一
三

冊

〔名
地
往
復
簿

四
〕
(十
三
)

(明
治

一
六
年

一
二
月
～
同

一
七
年

八
月
)

(庶

務
課
)

(明

治

一
二
年

一
二
月

～

(庶

務

課

)

縦

六

同

二

一
年

一
二

月

)

*
東
京

お
よ
び
愛
知

の
尾

張
徳
川
家
家
扶

の
書

翰
を
貼

り
付

け
、
ま
た
は
書
き

留
め
た
も

の
。

第

一

冊

従

明
治
庚

辰
第

一
月

愛
知

往
復

簿

〔
こ

(明
治

一
二
年

一
二
月

～
同

一
三
年

六
月
)

(庶
務
課
)

※
「慶

応
四
年
辰

二
月
廿
五

日

古
金
銀

改
員

数
写
」
あ

り
。

「金

銀
分
銅

・
赤
銅

分
銅

・
金
銀
古
銭

類

・
金
銀

泥

御

小
納

戸
頭

取
」
(横
帳

)
の
綴
じ

込
み
あ

り
。

第

二

冊

第

三

冊

第

四

冊

第

五

冊

第

六

冊

〔愛
知
通
信
往
復
簿
〕

第

一
冊

第

二

冊

第

三

冊

〔愛
知
往
復
簿

二
〕

(
明
治

一
三
年
六
月

～
同

一
四
年

一
月

)

(庶
務
課

)

愛
知
往
復
簿

〔
一
〕
(三
)

(明
治

一
八
年

一
月

～
同

一
九
年

三
月
)

庶
務

課

※
「
知
多
郡
大
府
村
広

恵
新
田
之
図
」

「東
春

日
井
郡
沓
掛
村
官

林
絵
図
面
」

「知

多
郡
大
田
村
字
川
南
新

田
之
図
」
(
い
ず

れ
も

彩
色
)
の
綴

じ
込
み
あ
り
。

〔愛
知
往
復
簿

二
〕
(四
)

(明
治

一
九
年

三
月

～

一
二
月

)

(庶
務

課
)

※
「
建
中
寺
御
宝
蔵
焼

失

二
付
御
武
器
焼

ヶ
残
リ
取
調
候
分
」

の
書
上
あ
り
。
葉
書

の
括
り
付
け
あ

り
。

〔愛
知
往
復
簿

三
〕
(五
)

(明
治

一
九
年

一
〇
月

～
同

二

一
年

一
月
)

(庶
務
課
)

※
「
新
邸
地
御
控

略
図
」

「道
徳
前

新
田

用
水

路
図
」
「
海
西

郡
稲
荷
新

田
御
拍
葭

生
略

図
」
「
木
曽

川
改
修
之

略
図
」
(
い
ず

れ
も
彩

色
)
の
綴

じ
込

み
あ
り
。
葉

書

の
貼

り
付

け
あ
り
。

〔愛
知
往
復
簿

四
〕
(六
)

(明
治

二

一
年

一
月

～

一
二
月

)

(庶
務
課

)

※
「
愛
知
郡
上
名
古
屋
村

御
拍
」
図

(彩
色
、
「
新
邸
地
略

図
」
と
貼
紙
あ

り
、
包

紙
入
り
)
、

「
(新
出
来
町
)
屋
鋪
修

繕
図
」

の
綴

じ
込
み
あ
り
。

(明
治

二

二
年

～

同

二

四
年

)

用

度

課

縦

四

愛
知
通
信
往
復

留

〔愛
知
通
信

往
復

簿

一
〕

(明
治
二
二
年

一
月
～
六
月
)

用
度

課

※
「名
古

屋
区
新

出
来
町
御

拍
地

図
」

「大

曽
根

町

・
新
出

来
町
御
拍

地
図
」

「名
古

屋
区
大

曽
根

町
御
拍
地

図
」
「
小
牧
公

園
平
面

之
図
」

「小
牧

公
園
建

物
図

四
葉

」
「
愛
知
郡
道
徳

前
新

田
略
図
」

「海

西
郡
稲
荷

新

田
萱

生
地
略

図
」

「名
古

屋
区
数

寄
屋
町

御
拍
地

略
図
」
「
大
曽

根
町
略

図
」
(
い
ず

れ
も
彩
色

)
の
綴

じ
込
み
あ
り
。
書
翰

・
葉
書

・
封
筒

の
貼
り
付
け
あ

り
。

〔愛
知
通
信
往
復
簿

二
〕

(明
治

二
二
年
三
月

～
同

二
一二
年
二
月

)

(用
度
課

)

※
「
(御
新
築
場
図

面
V
」
「
大
曽
根
邸
図

面
」
(と
も

に
彩
色

)
、

「
(小
牧
公

園
建
物
図
面

)」
等

の
綴
じ
込

み
あ

り
。
葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
綴
じ
込

み
あ
り
。

〔愛
知
通
信
往
復
簿

三
〕

(明
治

;

二
年
二
月

～

一
二
月
)

(用
度

課
)



尾

四
-

三

尾

四
ー

三

ロ彪
四
-

二
三

第

四

冊

愛
知
文
書
綴
込

第

一

※
「
土
地
整
理
実
測
字

限
地
図

(写
)
大
森
村

大
森
寺
現
今
境
内

」
「
(鉄
道
御
用
地
図

面
)
」
(
い
ず
れ
も

彩
色
)
等

の
綴
じ
込

み
あ

り
。
葉

書

・
電
報

の
綴
じ

込

み

あ

り
。

」

〔愛

知
通
信
往
復
簿

四
〕

(明
治

二
一二
年

一
二
月

～
同

二
四
年

一
二
月

)

※
葉
書

の
挟

み
込
み
、
お
よ

び
封
筒

・
電
報

の
綴

じ
込
み
あ
り
。

冊

愛
知
文
書
綴
込

〔
一
〕

第

二

冊

※
「浄
土
宗
学
愛
知
支
校
仮
新
築
之
図
」

〔愛
知
文
書
綴
込

二
〕

※
葉
書

・
電
報
の
綴
じ
込
み
あ
り
。

(用
度
課

)

(明

治

二

五
年

～
同

二

六
年

)

本

所

徳

川

邸

(明
治

二
五
年

一
月
～

一
〇
月

)

本
所
徳
川
邸

の
綴
じ
込

み
あ

り
。
葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
綴
じ

込
み
あ
り
。

(
明
治

二
五
年

一
一
月

～
同
二
六
年

一
二
月
)

(本
所
徳

川
邸
)

縦

二

 

名

古

屋

.
東
京

間

往

復

書

附

回
議

書

(
明
治

二
七

年

～
同

二
八

年

)

東

京

庶
務

課

縦

五

*
家
令

・
家
扶

の
往
復
書
翰

(他
家

と

の
書
翰
も
含

む
)
を
書
き

留
め
た
も

の
。

第

一

冊

名
古
屋

・
東
京

間
往
復
書

附

回
議
書

〔
こ

(明
治

二
七
年

一
月

～
六

月
)

東
京
庶
務

課

※
書
翰

の
貼
り
付
け
も
あ

り
。
葉

書

・
電
報
綴
じ

込
み
あ
り
。

「
(明
治

廿
七
年
六
月

)震

災

二
付
破
損
場
所
御
修
繕

見
積
り
書
」
あ

り
。

第

二

冊

〔名
古

屋

・
東
京
間
往
復

書

附
回
議
書

二
〕

(明
治
二
七
年

六
月
～
九
月
)

(東
京
庶
務

課
)

※
「
御
土
蔵
修
復

仕
様
書
」
(浅
草

瓦
町
御
別
邸

の
震

災
修

理
)
、

「川
端
御

土
蔵
注
文
書
」

「瓦

町
中
御

土
蔵
注
文

書
」
あ

り
。
葉

書

・
封
筒

・
電
報

の
綴
じ

込
み
、

お
よ

び
貼
り
付
け
あ

り
。

第

三

冊

〔名
古

屋

・
東
京
間
往
復
書

附
回
議
書

三
〕

(明
治

二
七
年

一
〇
月
～

一
二
月
)

(東
京
庶
務

課
)

※
「
東
京
横
網

町
邸
内
建
物
移
転
仕
様

書
」
あ

り
。
葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
綴
じ
込

み
、

お
よ
び
貼
り
付

け
あ

り
。

第

四

冊

名
古

屋

・
東
京
間
往
復
書

附
回
議
書

〔
一
〕
(四
)

(明
治

二
八
年

一
月

～
七
月
)

東
京

庶
務
課

※
「
御
土
蔵
仕
様
書

」
あ
り
。
葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
綴

じ
込
み
、
お
よ

び
貼
り
付
け
あ

り
。

第

五

冊

〔名
古
屋

・
東
京

間
往
復
書

附

回
議
書

二
〕
(五

)

(明
治

二
八
年

七
月
～

一
二
月

)

(東
京
庶
務

課
)

※
葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
綴

じ
込

み
、

お
よ

び
貼
り
付
け
あ

り
。

本
邸
往
復
書
綴
並
回
議
書
等

(明
治
二
九
年
～
同
三
〇
年
)

家
扶

*
尾
張
徳
川
家
の
名
古
屋
本
邸
と
東
京
別
邸
と
の
家
扶
の
書
翰
を
書
き
留
め
た
も
の
。

第

一
冊

本
邸
往
復
書
綴
並
回
議
書
等

〔
一
〕

(明
治
二
九
年

一
月
～
六
月
)

家
扶

※
書
翰
の
貼
り
付
け
も
あ
り
。
葉
書

・
封
筒

・
電
報
の
貼
り
付
け
、
お
よ
び
綴
じ
込
み
あ
り
。

第

二

冊

〔本
邸
往
復
書
綴
並
回
議
書
等

二
〕

(明
治
二
九
年
六
月
～
一
二
月
)

(家
扶
)

縦

四

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

九



番

号

表

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

尾
四
1

二四

輪
議
裁
定
書
綴

尾
四ー

二
五

回
議
書

尾
四-

二六

回
議
綴
込

一
〇

題

年

月

日

作

成

者

(差

出

)

形

態

・
数

量

※
葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
貼
り
付
け
、

お
よ

び
綴
じ
込

み
あ

り
。

第

三

冊

本

邸
往
復
書
綴
並

回
議

書
等

〔
一
〕
(三
)

(明
治
三
〇
年

一
月
～
七
月
)

(家
扶
)

※
「
御
霊

殿
及
庫
裡

現
在

略
図

昭
和
三
十
年

三
月
」
(松
蓮
社

)
の
綴
じ
込

み
あ
り
。

「御
畳
表
替

御
積
書

」
あ
り
。
葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
貼
り
付

け
、
お
よ

び

綴
じ
込

み
あ
り
。

第

四

冊

〔本
邸
往
復
書

綴
並
回
議
書
等

二
〕
(四
)

(明
治
三
〇
年

七
月
～

一
二
月

)

(家
扶

)

※
「
(霊

仙
院
様

二
百

回
御
遠

忌
)
御
法
要

式
」
書
付

の
挟

み
込

み
あ

り
。
霊

仙
院

は
三
代

将
軍
徳

川
家
光

の
息

女

で
二
代
藩

主
徳
川

光
友

の
簾

中

で
あ

っ
た

千

代
姫

の
こ
と
。

葉
書

・
封
筒

・
電
報

の
貼
り
付

け
、

お
よ
び
綴
じ
込

み
あ
り
。

(明
治

;

二
年

一
二

月

～

徳

川

役

局

縦

二

同

二

四

年

一
二
月

)

*
庶
務

掛

・
会
計
掛
等

に
よ
る
稟

議
書

の
留
帳

。

第

一

冊

輪
議
裁

定
書
綴

〔
こ

(明
治

二
一二
年

一
二
月

～
同

二
四
年

五
月
)

徳

川
役

局

※
関
連
書
翰

の
貼

り
付
け
、
お
よ

び
括

り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔輪
議

裁
定

書
綴

二
〕

(明
治
二
四
年
五

月
～

一
二
月
)

(徳
川
役
局

)

※
書
翰

・
葉
書

・
電
報

等

の
貼

り
付
け
、
お
よ

び
括

り
付
け
あ
り
。

(明

治

二

五
年

)

(徳

川
家

)

縦

二

*
徳
川
家
庶
務
掛
等

に
よ
る
稟
議
書

の
留
帳
、
お
よ

び
回
答
書

・
関
係
書
類

を
ま
と
め
た
も

の
。

第

一

冊

回
議

書

〔
一
〕

(明
治

二
五
年

一
月
～
九
月
)

(徳
川
家

)

※
書
翰

の
貼

り
付
け
、
お
よ

び
葉

書

・
封
筒

の
綴

じ
込
み
あ
り
。

第

二

冊

〔
回
議

書

二
〕

(明
治

二
五
年
九
月

～

一
二
月
)

(徳

川
家

)

※
書
翰

の
貼

り
付
け
、
お
よ

び
葉
書

・
封
筒

・
関
連
書

類

の
綴
じ
込

み
あ

り
。

(
明
治

二

六
年

)

(徳

川

家

)

縦

二

*
徳
川
家
庶
務

掛
等

に
よ
る
稟
議
書

の
留
帳
、
お
よ

び
回
答
書

・
関
係
書

類
を
ま
と
め
た
も

の
。

第

一

冊

回
議
綴
込

〔
こ

(明
治

二
六
年

一
月

～
七
月

)

(徳
川
家

)

※
書
翰

の
貼
り
付
け
、

お
よ
び
葉
書

・
封
筒

の
綴
じ
込
み
あ

り
。

第

二

冊

〔回
議
綴
込

二
〕

(明
治

二
六
年

七
月
～

一
二
月

)

(徳
川
家

)

※
書
翰

の
貼
り
付
け
、

お
よ
び
葉
書

・
封
筒

・
電
報

・
図
面

・
関
係

書
類

の
綴
じ

込
み
あ
り
。



尾

四
ー

毛

尾

四
ー

一一八

尾

四
-

二
九

禄
券
二
付
御
改
革
御
人
減
等

一
巻

(明
治
九
年
八
月

・

(徳
川
家
)

同

=
二
年
四
月

一
六
日
)

*
「明
治
九
年
八
月
十
六
日

禄
券
被
仰
出
御
改
革
二
付
男
女
御
雇
減
負
調
」
「明
治
九
年
八
月

御
入
費
御
改
正
調
」
「貸
附
金
初
御
益
調
大
几
」

戌
七
月
九
日
6

申
継
之
記

(明
治
七
年
七
月
九
日
～

一
等
当
直

一
二
月
二
五
日
)

東
京
府
庁
布
達

明
治

一
二
年

*
東
京
府
庁
か
ら
の
達
書
や
規
則
等
を
書
き
留
め
た
も
の
。

尾
四
ー

三
〇

倫
敦

ヨ
リ
来
翰

尾

四
-

三

尾

四
-

三
二

尾

四
-

三
三

尾

四
ー

三
四

*
徳
川
義
禮

の
英
国
留
学

に
お

い
て
、

(明
治

一
八
年
六
月
～

同
二
〇
年
八
月
)

東
京
の
尾
張
徳
川
家
の
家
扶
に
宛
て
た
書
翰
を
ま
と
め
た
も
の
。

(徳
川
家
)

縦

一

あ

り
。
関
連
書

翰

の
貼
り
付

け
あ
り
。

縦縦縦

一一一

日
光
原
町
御
邸
留

(明
治
二
二
年
～
同
三
〇
年
)

(徳
川
家
)

縦

一

*
表
紙
に

「明
治
廿
三
年
五
月

寺
崎
幾
太
郎
御
留
守
心
得
以
后
綴
込
」
と
あ
り
。
日
光
御
別
邸
の
売
り
渡
し
に
関
す
る
稟
議
書
あ
り
。
「官
有
地
拝
借
願
地
図
面
」
(彩
色
)、
地
租
領

収
書
等
の
綴
の
挟
み
込
み
あ
り
。

押
上
邸
諸
綴
込

(明
治
二
八
年
～
同
二
九
年
)

(徳
川
家
)

縦

一

*
押
上
町
邸
御
控
地
の
売
却
に
関
す
る
書
類
(約
定
証
等
)や
書
翰
、
稟
議
書
を
綴
じ
込
ん
だ
も
の
。

寛
政
六
寅
年
起

御
供
養
料

一
巻

(寛
政
六
年
～
文
政
七
年
)

縦

一

*
表
紙
に

「御
代
々
様

源
孝
様

源
昭
様
御
供
養
料
ハ
ニ
之
帳
二
見
」
と
あ
り
。
源
孝
様
は
九
代
藩
主
徳
川
宗
睦
の
長
男
治
休
、
源
昭
様
は
宗
睦
の
二
男
治
興
の
こ
と
。
尾
張
家
歴

代
当
主
(分
家
も
含
む
)
・
子
女

・
簾
中
等
の
御
供
養
料

・
御
祠
堂
金
等
を
書
き
留
め
た
も
の
。

寛
政
元
酉
年
起

諸
御
法
事
柄
御
議
定

一
巻

文
化

一
〇
年

一
一
月

縦

一

*
「此
御
法
事
柄
御
議
定

一
巻
下
綴
も
無
之

一
か
け
に
い
た
し
有
之
候
付
、
文
化
十
酉
十

一
月
取
集
、
此
通
留
冊
致
出
来
候
事

右
之
通
二
付
綴
方
再
応
相
味
ひ
候
得
と
も
年
歴
候
事
二

付
、
綴
方
此
通
り
に
て
間
違
等
無
之
哉
無
覚
束
候
間
見
合
せ
候
節
々
猶
更
入
念
如
何
敷
所
有
之
候

ハ
・
、
速
二
追
補
可
致
事
」
と
あ
り
。
「寛
政
元
酉

御
簾
中
御
法
事
柄
可
被
致

改
哉
与
之
起
」
「同

諸
法
事
柄
可
被
改
哉
与
之
起
」
「同
二
戌

江
戸
方

ハ
御
法
事
料
二而
相
極
尾
州
方
出
僧
数
二
釣
合
候
様
こ
と
の
調
」
「同

御
布
施
等
被
下
方
調
」
「同

御
議
定
二

洩
候
御
方
様
御
法
事
柄
年
寄
衆
江
之
達
」
「同

大
久
保

・
川
田
久
保
御
方
様
御
年
回
之
節
之
儀
年
寄
衆
江
達
」
「同
三
亥

御
実
母
様
方
等
御
法
事
之
節
御
役
人
出
方
之
儀
年
寄
衆
江

達
」
等
の
項
目
あ
り
。

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

番

号

表

題

尾
四-

三五

榿
千
代
様
御
養
子
後
初
而
〔始
テ
〕
大
奥
御
登
城
日
記

尾

四
-

三
六

尾

四
-

三
七

尾

四
-

三
八

尾

四
-

三
九

尾

四
-

四
〇

尾

四
i

四
二

尾

四
-

四
三

年
月
日

(寛
政

一
一
年
正
月
五
日

～
三
月
二
七
日
)

作
成
者
(差
出
)

一
二

形
態

・
数
量

縦

一

*
榿
千
代
様
は
の
ち
の
一
〇
代
藩
主
徳
川
斉
朝
の
こ
と
。

源
戴
様
御
代
於
此
表
御
誕
生
被
為

在
候
御
子
様
方
井
源
白
様
御
子

安
政
四
年
二
月

縦

一

多
姫
様
江
附
候
御
取
扱
書
抜
之
留

〔在
候
御
子
様
方
源
白
様
御
子

多
姫
様

へ
付
候
御
取
扱
書
抜
ノ
留
〕

*
内
容
は
元
文
五
年
か
ら
天
明
六
年
ま
で
。
「多
姫
様
御
続
略
図
」
(包
入
)
の
括
り
付
け
あ
り
。
源
戴
様
は
八
代
藩
主
徳
川
宗
勝
、
源
白
様
は
尾
張
家
分
家
の
山口同
須
藩
第
五
代
藩
主
松

平
義
柄
(の
ち
治
行
)
の
こ
と
。
多
姫
(の
ち
俊
姫
)
は
義
柄
の
息
女
。

明
治
二
巳
年

朝
廷
よ
り
被
仰
出
留

(嘉
永
六
年
～
明
治
二
年
)

縦

一

御
広
敷
取
扱

社
寺
留

(慶
応
元
年
～
明
治
四
年
)

家
従

縦

一

*
「明
治
四
未
年

東
京
四
谷
不
動
尊
御
祈
濤

一
巻

但
廃
止
」
「東
京
四
谷
御
下
屋
敷
御
嶽
社
御
祈
禧
料
等
取
扱

一
巻
」
「明
治
四
年
未

四
谷
御
嶽
社
拝
殿
御
修
復
願
」
「明
治
四
未
年

東
京
四
谷
御
嶽
御
祈
濤
料
」
「明
治
二
巳
年
三
月

東
京
市
谷
八
幡
境
内
撞
鐘
被
廃
二付
取
扱

一
巻
」
「明
治
四
未
年

市
谷
八
幡
御
祈
疇
料
」
の
項
目
あ
り
。

明
治
二
巳
十
二
月

御
附
届
御
断
綴
込

明
治
二
年

内
家
録
事

縦

一

*
書
翰
の
貼
り
付
け
あ
り
。

被
進
被
下
帳

(文
久
三
年
～
明
治
二
年
)

御
小
納
戸
頭
取

・
従
事

縦

三

第

一
冊

被
進
被
下
帳

〔
こ

(文
久
三
年
～
慶
応
元
年
)

御
小
納
戸
頭
取

※
朝
廷

・
摂
家

・
寺
院

・
諸
大
名
へ
の
献
上
物
、
お
よ
び
拝
領
物
の
留
帳
。

第

二

冊

〔被
進
被
下
帳

二
〕

(慶
応
元
年
～
明
治
三
年
)

(御
小
納
戸
頭
取
)

※
「京
差
上
物
御
賞
被
下
伺
」
あ
り
。

第

三

冊

被
進
被
下
帳

〔三
〕

(明
治
二
年
三
月
～
五
月
V

従
事

縦

一

源
諮
様
木
像
御
取
扱
二
関
ス
ル
書
類

(明
治
二
年
～
同
五
年
)

*
源
諮
様
御
木
像
(荘
賢
山
王
様
)
の
納
置
場
所
を
柳
原
長
栄
寺
に
引
き
移
し
た
こ
と
に
関
す
る
書
類
。
源
諮
様
は

一
二
代
藩
主
徳
川
斉
荘
の
こ
と
。

御
音
信
取
扱
留

(明
治
三
年
～
同
四
年
六
月
)

御
音
信
懸

*
「年
中
差
定
り
表
江
達
し
物
写

御
減
方
朱
書
之
通

新
御
殿
御
右
筆
写
」
「年
中
差
定
り
御
広
敷
江
申
出
6
分

新
御
殿
御
右
筆
写
」
あ
り
。
手
書
き
の
細
目
次
あ
り
。

縦

一



尾

四
ー

四
四

尾

四
ー

四
五

尾

四
ー

四
六

尾

四
-

四
七

尾

四
-

四
八

尾

四
-

四
九

尾

四
i

吾

尾

四
-

五
一

御
音
信
留

(明
治
三
年
～
同
四
年
)

御
音
信
懸

〔御
使
贈
答
〕
(留
)

(明
治
三
年
～
同
四
年
)

*
三
河
諸
藩
(刈
谷

・
挙
母

・
重
原

・
西
大
平

・
西
尾

・
西
端

・
豊
橋
等
)や
美
濃
諸
藩
(今
尾

・
犬
山
等
)
の
使
者
に
よ
る
贈
答
の
記
録
。

御
音
信
井
被
下
物
帳

(文
久
三
年
四
月
～

役
懸
り

明
治
四
年

一
〇
月
)

第

一
冊

御
音
信
井
被
下
物
帳

〔
こ

(文
久
三
年
四
月
～
慶
応
元
年

一
〇
月
)

役
懸
り

※
藩
主
お
よ
び
一
族
(子
息

・
簾
中
)、
大
奥
、
家
臣
、
他
の
大
名
や
寺
社
等

へ
の
音
信
物

・
被
下
物
の
留
帳
。

第

二

冊

〔御
音
信
並
被
下
物
帳

二
〕

(慶
応
元
年

二

月
～
同
三
年

一
〇
月
)

(役
懸
り
)

※
「御
内
献

一
巻

附
御
老
中
初
被
下
共
」
(前
大
納
言
様
6
公
方
様
江
御
内
献
井
御
老
中
江
被
遣
御
品
)、

あ
り
。

第

三

冊

〔御
音
信
並
被
下
物
帳

三
〕

(慶
応
三
年

一
一
月
～
明
治
四
年

一
〇
月
)

(役
懸
り
)

御
法
事
取
扱
吟
味
頭
書

極
事
見
出
次
第
節
々
此
帳
江
認
置
筈

文
政

一
二
年

一
一
月

*
「寛
政
二
戌
年

一
御
法
事
式
大
旨
調

一
巻

御
議
定
共
」
「御
固
之
事
」
「衣
服
品
」
の
項
目
で
構
成
。

付
け
あ
り
。

(御

一
新
二
付
)記
録

(明
治
三
年
正
月
～

徳
川
家

同
五
年
二
月
)

第

一
冊

(御

一
新
二付
)記
録

〔
一
〕

(明
治
三
年
正
月
～
閏

一
〇
月
)

徳
川
家

※

一
部
虫
損
あ
り
。
「駅
路
改
正
御
布
告
写
」
あ
り
。
手
書
き
の
細
目
あ
り
。

第

二

冊

(御

一
新
二
付
)
〔記
録

二
〕

(明
治
三
年
九
月
～
同
四
年
六
月
)

(徳
川
家
)

第

三

冊

(御

一
新
二
付
)
〔記
録

三
〕

(明
治
四
年
六
月
～
同
五
年
二
月
)

(徳
川
家
)

旧
名
古
屋
藩
士
族
御
救
助

一
巻

(明
治

一
一
年
～
同
二
二
年
)

名
古
屋
御
家
扶

*
「明
治
十
五
年
三
月
起

旧
藩
士
族
就
産
資
金
御
出
金
等

一
巻

名
古
屋
御
家
扶
」
「明
治
十
六
年
分

就
産
場
入
費

同
寄
納
金
支
出
予
算
書
」

り
。
「桑
園
之
図
控
」
(彩
色
)
あ
り
。
そ
の
他
、
書
翰
の
貼
り
付
け
、
お
よ
び
括
り
付
け
あ
り
。

爵
香
間
御
回
達
元
帳

(明
治

一
〇
年
～
同

=

年
)

徳
川
邸

爵
香
間
御
回
達
副
翰
戻
綴

(明
治

一
〇
年

一
月
～
九
月
)

徳
川
邸

*
手
書
き
の
細
目
次
あ
り
。

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

縦 縦

 

縦

三

 

「松
井
市
兵
衛
京
都
江
御
使
二
付

一
巻

御
小
納
戸
頭
取
」

縦

一

「御
宝
塔
御
玉
垣
起
図

但
浄
形
院
御
恰
好
寸
法
二
御
座
候
」
(包
入
)
の
括
り

縦

三

 

縦

一

「授
産
場
規
則

織
工
場
規
則
」
等
あ

三

縦 縦



番

号

尾

四
-

五
二

尾

四
-

五
三

尾

四
-

五
四

尾

四
-

五
五

尾

張
徳

川
家
文

書

目
録

(六
)

一
四

表

題

年

月

日

作

成

者

(差

出

)

形

態

・
数

量

御

族
長

御

回

章

留

(明
治

一
二
年

一

一
月

～

(徳

川
家

)

縦

四

同

一
六

年

一
二
月

)

第

一

冊

御

族
長
御
回
章
留

〔
一
〕

(明
治

一
二
年

一

一
月

～
同

一
三
年

一
〇
月

)

(徳
川
家

)

※
「
明
治
十

一
己
卯

年

(同
十

二
年

の
誤
記

ヵ
)
十

一
月
二
十

一
日

ヨ
リ
徳
川
茂

栄
様

族
長
御
担

任
相
成
候

事
」
と
あ

り
。
書
翰

・
葉
書

の
貼
り
付

け
あ

り
。

手

書
き

の
細

目
次
あ
り
。

第

二

冊

〔御
族
長

御
回
章
留

二
〕

(明
治

=
二
年

一
〇

月
～
同

一
四
年

一

一
月
)

(徳

川
家
)

※
書

付

の
括
り
付

け
、
葉
書

の
貼

り
付

け
あ
り
。

第

三

冊

〔御
族
長

御
回
章
留

三
〕

(明
治

一
四
年

一
一
月
～
同

一
五
年

一
二
月
)

(徳

川
家
)

※
華
族
局
と

の
書
翰

・
留
書
を
中
心

に
綴

じ
込
ん

で

い
る
。

第

四

冊

〔御
族
長

御
回
章
留

四
〕

(明
治

一
五
年

一
二
月
～
同

一
六
年

一
二
月
)

(徳

川
家
)

※
「
華
族
会
館
規

則
」
(活
版
印
刷

)等

の
綴
じ
込

み
あ

り
。
書
翰

・
葉
書

の
貼
り
付
け
あ

り
。

御

族
長

御

回

章

綴

(明

治

一
六
年

一
二

月

～

(徳

川
家

)

縦

一

同

二

二
年

一

一
月

)

*
「
明
治
十
六
年
自

七
月
至
十
二
月

半
年
度

金
銭
出
納
報
告
書

一
通
」
「
明
治
十

七
年
自

七
月
同
至

十
二
月

会
館

経
費

予
算
書

一
通
」
(袋

入
り
)
の
括
り
付

け
あ
り
。

「華

族
会
館
会

議
筆

記
」
(活
版

印
刷
V
等

の
綴

じ
込
み
あ

り
。
書
翰

・
葉
書

の
貼

り
付
け
あ
り
。
手
書

き

の
細
目
次

の
冊

子
あ

り
。

諸

家

廻
状

留

(明

治

一

一
年

一
月

～

(徳

川
家

)

縦

三

同

一
七

年

一
二

月

)

*
旧
大
名
家
華
族

・
旧
公
家
華
族

(癖

香
間
砥
候
詰

)
か
ら

の
書
翰

の
留
帳

。

第

一

冊

諸
家

廻
状
留

〔
こ

(明
治

=

年

一
月

～
同

一
二
年

=

月
V

(徳
川
家
)

※
書
翰

・
葉
書

の
貼
り
付
け
あ

り
。

手
書
き

の
細

目
次

の
冊
子
あ

り
。

第

二

冊

〔諸
家

廻
状
留

二
〕

(明
治

一
二
年

一
〇

月
～
同

一
四
年
九

月
)

(徳

川
家

)

※
書
翰

・
葉
書

の
貼
り
付
け
あ

り
。

第

三

冊

〔諸
家

廻
状
留

三
〕

(明
治

一
四
年
九

月
～
同

一
七
年

一
二
月
)

(徳

川
家

)

※
書
翰

・
葉
書

の
貼
り
付
け
あ

り
。

戸

籍

回
章

留

(明

治

七

年

一
月

～

用
度

掛

縦

二

同

一

一
年

九

月

)



尾

四
ー

五
六

尾

四
-

毛

*
東
京
府
知
事
大

久
保

一
翁
や
市
在

各
区
区
長

・
戸
長
か
ら

の
通
達
書
等
を

書
き
留
め
た
も

の
。

第

一

冊

戸
籍

回
章
留

〔
こ

(明
治
七
年

一
月
～
同
八
年
七
月

)

用
度
掛

第

二

冊

〔
戸
籍

回
章
留

二
〕

(明
治
八
年

七
月

～
同

=

年
九
月

)

(用
度
掛

)

区
務

所

諸

用

留

(明

治

一

一
年

一
月

～

(徳

川
家

)

縦

四

同

二
六

年

二

月

)

*
第

七
大
区
七
小
区

(本
所
地
区
)
に
お
け
る
徳
川
家

お
よ
び
家
扶

・
士

族
等

の
諸
届
書
類

の
留
帳
。

第

一

冊

区
務

所
諸
用
留

〔
こ

(明
治

一
一
年

一
月
～
同

一
三
年

一
月
)

(徳

川
家
)

※
封
筒

の
貼

り
付

け
あ

り
。

第

二

冊

〔区
務
所
諸

用
留

二
〕

(明
治

一
三
年

一
月

～
同

一
五
年

一
〇
月

)

(徳
川
家

)

第

三

冊

〔区
務
所
諸

用
留

三
〕

(明
治

一
五
年

一
〇
月

～
同

一
九
年

一
二
月
)

(徳

川
家

)

第

四

冊

〔区
務
所
諸

用
留

四
〕

(明
治

一
九
年

=

月

～
同
二
六
年

二
月

)

(徳
川
家

)

※
「
明
治

十
九
年
十

一
月

拾
九
番
地
拾

七
番

地

人
員
調
」
あ
り
。

封
筒

の
貼
り
付

け
、

お
よ
び
綴
じ

込
み
あ
り
。

雑

事

録

附

萬

年
会

録

事

(
明
治

一
二

年

九

月

～

(徳

川

家

庶

務

課

・
徳

川

邸

用
度

掛

)

縦

六

同

二

八
年

六

月

)

第

一

冊

雑
事
録

附
萬
年
会

録
事

〔
一
〕

(明
治

一
二
年

一
〇
月
～
同

一
三
年

一
二
月
)

(徳
川
家
庶
務
課

)

※
「国
会

開
設
認
可
懇
請

ノ
為

メ
同
議
者

同
盟
懇

望
案
」

「従

五
位
様
学

習
院
御

退
学
大

学
予
備

門
御

入
学

一
巻
」
等

あ
り
。
従

五
位
様

は
徳

川
義

禮

(の
ち
に

尾

張
徳
川
家

一
八
代
当
主

)
の
こ
と
。
書

翰

の
貼
り
付

け
、
葉
書

の
綴
じ

込
み
あ
り
。

第

二

冊

〔雑

事
録

附
萬
年
会
録
事

二
〕

(明
治

一
二
年
九
月

～
同

一
五
年
七
月

)

(徳
川
家
庶
務

課
)

※
「
明
治

十
四
年

老
公
病

状
日
誌
」
あ

り
。
「
三
河

国
額

田
郡
岡
崎

公
園
東
照

宮
社

殿
新
築
之

図
」

の
綴

じ
込

み
あ

り
。
書
翰

の
貼

り
付
け
、
お

よ
び
葉
書

の

綴

じ
込
み
あ
り
。

第

三

冊

〔雑
事

録

附
萬
年
会
録
事

三
〕

(明
治

一
五
年

一
月

～
同

一
八
年

四
月
)

徳

川
家

(庶
務
課

)

※
書
翰

・
封
筒

・
葉
書

の
貼
り
付

け
、
お
よ

び
綴
じ
込

み
あ
り
。

第

四

冊

雑
事

留

〔雑
事
録

こ

(四
)

(明
治

一
八
年

一
月

～
同

二

一
年
五
月
)

徳

川
邸
用
度
掛

※
「
葛
原
岡
神
社
創

建
井
碑
文
興
立
義

盟
録
」
(活
版
印
刷

)
、
「
(西
光
庵

)
石
灯
篭
奉
納
願
」

あ
り
。
書
翰

・
葉
書

・
関
連
書
類

の
貼
り
付
け
、

お
よ

び
綴
じ
込

み

あ
り
。

第

五

冊

〔雑
事
録

二
〕
(五
)

(明
治
二

一
年

六
月
～
同
二

二
年

一
〇
月
)

(徳

川
邸
用
度
掛

)

※
書

翰

・
封
筒

・
葉
書

・
名
刺
お
よ

び
関
連
書
類

の
貼

り
付
け
、
綴
じ
込

み
、
挟

み
込

み
多
数
あ

り
。

第

六

冊

〔雑
事
録

三
〕
(六
)

(明
治
二

二
年

一
〇
月
～
同

二
八
年

六
月
)

(徳

川
邸
用
度
掛

)

尾
張

徳
川
家

文

書

目
録

(六
)

一
五



番

号

尾

四
-

五
八

尾

四
-

五
九

尾

四
-

六
〇

尾

四
1

さ

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

一
六

表

題

年
月
日

作
成
者
(差
出
)

形
態

・
数
量

※
書
翰

・
封
筒

・
葉
書

・
名
刺
お
よ
び
関
連
書
類
の
貼
り
付
け
、
綴
じ
込
み
、
挟
み
込
み
多
数
あ
り
。

朝
廷
属
史

(明
治
四
年
四
月
～

本
所
徳
川
邸

縦

三

同

一
〇
年

一
二
月
)

第

一
冊

朝
廷
属
史

〔
こ

(明
治
四
年
四
月
～
同
五
年
五
月
)

本
所
徳
川
邸

※
太
政
官

・
宮
内
省

・
東
京
府
等
か
ら
の
御
達
や
書
翰
の
留
帳
。
「本
所
相
吉
町
小
笠
原
左
門
上
邸
拝
借
地
図
面
」
「従

一
位
徳
川
慶
勝
拝
借
邸
図
面
」
の
括
り

付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔朝
廷
属
史

二
〕

(明
治
五
年
六
月
～
同
八
年
二
月
)

(本
所
徳
川
邸
)

※
主
に
宮
内
省

・
式
部
寮

・
東
京
府
へ
の
諸
届
留
を
綴
じ
込
ん
で
い
る
。

第

三

冊

〔朝
廷
属
史

三
〕

(明
治
八
年
二
月
～
同

一
〇
年

一
二
月
)

(本
所
徳
川
邸
)

※
「八
年
四
月
四
日

聖
上
瓦
町
御
賜
邸
江
臨
幸
之
記
」
(明
治
天
皇
の
尾
張
徳
川
家
浅
草
瓦
町
邸
へ
の
臨
幸
の
記
録
)あ
り
。
そ
の
な
か
に

「前
田
儀
屯
手
録

画

図

一
枚
添
」
の
括
り
付
け
あ
り
。

諸
省

へ
御
達
留

(明
治

一
一
年

一
月
～

(徳
川
家
)

縦

二

同

一
七
年
九
月
)

第

一
冊

諸
省
へ
御
達
留

〔
こ

(明
治

=

年

一
月
～
同

一
三
年
四
月
)

(徳
川
家
)

※
「渡
島
国
(謄
振
国
)山
越
郡
山
越
内
字
有
楽
府
略
図
」
(彩
色
)あ
り
。
書
翰

・
葉
書
の
貼
り
付
け
、
お
よ
び
綴
じ
込
み
あ
り
。
手
書
き
細
目
次
の
綴
あ
り
。

第

二

冊

〔諸
省
へ
御
達
留

二
〕

(明
治

=
二
年
五
月
～
同

一
七
年
九
月
)

(徳
川
家
)

※
書
翰
・
封
筒

・
葉
書
、
関
連
書
類
の
貼
り
付
け
、
お
よ
び
綴
じ
込
み
あ
り
。
手
書
き
の
細
目
次
の
綴
あ
り
。

寄
留
調
書

(明
治
五
年
～
同

=

年
)

(徳
川
家
)

縦

二

*
徳
川
家
が
雇
い
入
れ
た
愛
知
県
お
よ
び
岐
阜
県
の
貫
属
士
族

・
卒
族

・
平
民
等
の
戸
籍
の
書
上
帳
。

第

一
冊

寄
留
調
書

〔
一
〕

(明
治
五
年
～
同
七
年
)

(徳
川
家
)

※
「名
古
屋
縣
出
張
所
江
差
出
候
戸
籍
調
書
下
」
「移
住
二
付
送
籍
御
届
書
留
」
「女
中
向
御
印
鑑
留
」
「相
吉
町
御
邸
江
御
移
以
後
戸
籍
調
届
案
」
「壬
申
四
月

寄

留
調
」
「寄
留
届
之
書
上

浅
草
瓦
町
」
等
あ
り
。

第

二

冊

〔寄
留
調
書

二
〕

(明
治
七
年
～
同

=

年
)

(徳
川
家
)

※
「明
治
八
年
十
月
巡
査
へ
出

寄
留
人
員
調
」
「徳
川
邸
寄
留
入
員
書
」
あ
り
。

義
恕
様
御
来
縣

一
巻

(明
治
二

一
年

一
二
月
～

名
古
屋
御
家
扶

縦

一

同
二
二
年

一
月
)



尾

四
1

六
二

尾

四
-

六
三

尾

四
-

六
四

尾

四
-

六
五

*
「明
治
廿
二
年
十
二
月

義
恕
様
御
来
縣
出
納
簿

名
古
屋
御
家
扶
」
を
合
綴
。
電
報
の
綴
じ
込
み
あ
り
。
徳
川
義
恕
(
一
八
代
当
主
義
禮
の
弟
)は
先
祖
墓
参
の
た
め
に
愛
知
来
県
。

正
五
位
様

・
奥
方
様
御
来
縣

一
巻

(明
治
二
三
年
五
月
～
八
月
)

徳
川
邸

縦

一

*
「明
治
二
十
三
年
六
月

従
四
位
様

・
奥
方
様
御
出
縣
出
納
簿

徳
川
邸
」
を
合
綴
。
「小
牧
山
園
遊
会
費
精
算
仕
訳
書
」
「園
遊
会
事
務
委
員
録
」
あ
り
。
電
報
の
綴
じ
込
み
あ
り
。

正
五
位
様
(の
ち
従
四
位
)は

一
八
代
当
主
徳
川
義
禮
の
こ
と
。

於
豊
様
御
来
縣

一
巻

(明
治
二
一二
年
九
月
～

名
古
屋
徳
川
邸

縦

二

同
二
六
年

一
月
)

第

一
冊

於
豊
様
御
来
縣
一
巻

〔
一
〕

(明
治
二
一二
年
九
月
～

一
二
月
)

徳
川
邸

※
「明
治
廿
三
年
九
月

於
登
代
様
御
来
縣
諸
金
出
納
簿

徳
川
家
扶
」
を
合
綴
。
電
報
の
綴
じ
込
み
あ
り
。
於
豊
(登
代
)様
は
一
四
代
お
よ
び
一
七
代
当
主
徳

川
慶
勝
の
四
女
。

第

二

冊

於
豊
様
御
来
縣

一
巻

〔二
〕

(明
治
二
五
年
三
月
～
同
二
六
年

一
月
)

名
古
屋
徳
川
邸

※
「明
治
廿
五
年
六
月
十
一
日

三
河
国
蒲
郡
御
滞
在
日
誌
」
「
(蒲
郡
)健
碧
館
御
滞
在
日
誌
」
「知
多
郡
御
旅
行
日
誌
」
あ
り
。
書
翰

・
葉
書

・
電
報
の
貼
り
付

け
、
お
よ
び
綴
じ
込
み
あ
り
。

従
四
位
様
御
来
縣

一
巻

(明
治
二
四
年

一
〇
月
～

徳
川
邸

縦

三

同
二
七
年

一
二
月
)

第

一
冊

従
四
位
様
御
来
縣

一
巻

〔
一
〕

(明
治
二
四
年

一
〇
月
～
同
二
五
年
七
月
)

徳
川
邸

※
「
(名
古
屋
東
照
宮
)御
本
殿
初
修
繕
積
書
」
「明
治
廿
四
年

震
災
修
繕
費
予
算
調
」
「政
秀
寺
本
堂
大
修
繕
之
儀
二
付
歎
願
(書
)」
「震
災
修
繕
東
御
邸
之
分
」

等
あ
り
。
「震
災
概
表
」
等
の
綴
じ
込
み
あ
り
。
「岐
阜
縣
管
内
震
災
強
弱
図
」
「根
尾
谷
変
状
略
図
」
(と
も
に
彩
色
)あ
り
。
書
翰

・
葉
書

・
電
報
の
貼
り
付

け
、
お
よ
び
綴
じ
込
み
多
数
あ
り
。
大
半
が
震
災
に
関
す
る
も
の
。
従
四
位
様
は
徳
川
義
禮
の
こ
と
。

第

二

冊

〔従
四
位
様
御
来
縣

一
巻

二
〕

(明
治
二
四
年

一
一
月
～
同
二
六
年
一
一
月
)

(徳
川
邸
)

※
「明
治
廿
五
年
四
月

建
中
寺
御
廟
武
拾
方
様
御
修
繕
仕
様
(書
)」
な
ど
あ
り
。
書
翰

・
図
面
等
の
貼
り
付
け
、
お
よ
び
綴
じ
込
み
多
数
あ
り
。
震
災
に
よ
る

建
中
寺

・
相
応
寺
等
の
寺
院
や
廟
所
修
繕
に
関
す
る
書
類
を
中
心
に
綴
じ
込
ん
で
い
る
。

第

三

冊

〔従
四
位
様
御
来
縣

一
巻

三
〕

(明
治
二
五
年
九
月
～
同
二
七
年

一
二
月
)

(徳
川
邸
)

※
「相
応
寺
御
内
仏
修
繕
中
日
記
」
「建
中
寺
本
堂
廊
下
御
供
所
修
繕
仕
様
及
積
り
書
」
「定
光
寺
震
災
修
繕
工
事
仕
様
及
積
り
書
」
(彩
色
の
絵
図
面
を
綴
じ
込

み
)等
あ
り
。
書
翰

・
図
面
お
よ
び
関
連
書
類
の
貼
り
付
け
、
お
よ
び
綴
じ
込
み
多
数
あ
り
。

新
撰
旅
団
二
関
ス
ル
書
類

(明
治

一
〇
年
六
月
～
八
月
)

徳
川
家

縦

二

*
西
南
戦
争
の
鎮
定
の
た
め
、
士
族
等
を
新
撰
旅
団
へ
編
入
す
る
た
め
の
願
書
や
関
連
書
類
を
ま
と
め
た
も
の
。

第

一
冊

新
撰
旅
団
二
関
ス
ル
書
類

〔
一
〕

(明
治

一
〇
年
六
月
～
八
月
)

徳
川
家

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

一
七



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

番

号

表

題
第

二

冊

年

月

日

※
「
明
治
十
年
六

月

新
撰

旅
団
御
編

入
願

二
付
届
留

但
御
編

入
相

成
候
分
」
と
あ

り
。

〔新
撰
旅
団

二
関

ス
ル
書
類

二
〕

(明
治

一
〇
年

六
月
～
七
月
)

(徳
川
家

)

※
「
明
治
十
年
六
月

新
撰
旅

団

[虫
損
]
願
副
書

綴
」
と
あ

り
。

尾
四-

六六

建
中
寺
黒
本
尊
御
供
養
料
金

一
巻

尾

四
-

六
七

尾

四
-

七
八

尾

四
-

七
九

慶
応
元
年
五
月

作
成
者
(差
出
)

御
広
敷
御
用
部
屋

八

形
態

・
数
量

縦

一

北
地
井
名
地
江
向
文
通
録

(明
治

=

年
七
月
～

(徳
川
家
)

縦

二

同
二

一
年

一
二
月
)

*
北
海
道
八
雲
へ
の
移
住

・
開
拓
に
関
し
て
東
京
本
所
の
尾
張
徳
川
家
家
扶
と
移
住
す
る
士
族
と
の
書
翰
や
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
。

第

一
冊

北
地
井
名
地
江
向
文
通
録

〔
一
〕

(明
治

一
一
年
七
月
～
同

一
六
年

一
二
月
)

(徳
川
家
)

※
書
翰

・
葉
書

・
電
報
の
貼
り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔北
地
並
名
地
へ
向
文
通
録

二
〕

(明
治

一
六
年

一
二
月
～
同
二
一
年

一
二
月
)

(徳
川
家
)

※
「片
桐
助
作
八
雲
村
開
墾
拡
張
見
込
陳
御
翰
書

附
同
場
全
図
共
」
(綴
、
図
面
彩
色
、
包
紙
あ
り
)等
あ
り
。
書
翰

・
葉
書

・
封
筒

・
電
報
の
貼
り
付
け
あ
り
。

営
繕
御
用
留

(明
治
七
年
～
同
二

一
年
)

徳
川
邸
土
木
掛

縦

二

*
定
光
寺
御
廟
や
建
中
寺
御
霊
屋
、
相
応
寺
内
仏
殿
等
の
修
繕
に
関
す
る
留
帳
。

第

一
冊

営
繕
御
用
留

〔
ご

(明
治
七
年
～
同

一
五
年
)

徳
川
邸
土
木
掛

※
「明
治
七
戌
年

御
用
留

土
木
掛
」
と
あ
り
(以
後
、
年
ご
と
に
内
題
あ
り
)。
「明
治
十
丁
丑

定
光
寺
御
廟
外
御
構
矢
来
井
御
位
牌
所
御
構
高
塀
檜
肌
御
門
屋

根
等
修
繕
入
費
払
判
帳
」
「建
中
寺
本
堂
前
井
御
墓
所
ノ
図
」
等
あ
り
。
書
翰
の
括
り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔営
繕
御
用
留

二
〕

(明
治

一
五
年
～
同
二

一
年
)

(徳
川
邸
土
木
掛
)

※
「明
治
十
五
年
十
二
月

建
中
寺
膳
器
類
初
払
物
帳
」
「相
応
寺
御
内
仏
起
シ
方
積
書
」
(「相
応
寺
内
仏
殿
之
図
」
を
括
り
付
け
)あ
り
。

営
繕
向
仕
様
井
入
札
綴

(明
治

一
四
年
～
同
二
六
年
)

庶
務
課

縦

三

第

一
冊

営
繕
向
仕
様
井
入
札
綴

〔
一
〕

(明
治

一
四
年
～
同

一
八
年
)

庶
務
課

※
「新
稽
古
場
新
築
仕
様
御
積
書
」
「御
三
階
模
様
替
仕
様
積
書
」
「芝
御
廟
所
修
繕
方
仕
様
(書
)」
「明
治
十
五
年
十

一
月

四
谷
御
邸
土
手
土
留
石
垣
御
仕
様

帳

石
屋
九
兵
衛
」
等
あ
り
。
「本
所
横
網
町
壱
丁
目
十
八
番
地
図
面
」
三
枚
(袋
入
り
)
の
貼
り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔営
繕
向
仕
様
並
入
札
綴

二
〕

(明
治

一
七
年
～
同
二
二
年
)

(庶
務
課
)

※
「秋
葉
山
御
宮
御
家
根
銅
葺
積
書
」
(浅
草
瓦
町
邸
)、
「御
井
戸
積
書
」
「明
治
二
十
二
年
十
月
二
十

一
日

御
長
家
造
作
見
積
調
書
」
等
あ
り
。
葉
書
の
貼
り

付
け
、
図
面
等
の
綴
じ
込
み
あ
り
。



尾

四
-

八
〇

第

三

冊

〔営
繕
向
仕
様
並
入
札
綴

三
〕

(明
治
二
三
年
～
同
二
六
年
)

(庶
務
課
)

※
「大
久
保
西
光
庵
修
繕
方
積
書
」
「明
治
廿
四
年
八
月
六
日

御
庭
囲
板
塀
諸
所
修
繕
積
書
」
「押
上
村
御
屋
敷
御
井
戸
仕
用
書
」
「明
治
廿
五
年

一
月

瓦
町
御

邸
御
茶
屋
御
修
復
仕
様
書
」
等
あ
り
。
浅
草
瓦
町
邸
修
繕
の
仕
様
書
多
数
あ
り
。
「瓦
町
御
邸
御
二
階
修
繕
図
面
二
入
」
(袋
入
り
)等
図
面
の
括
り
付
け
あ
り
。

御
用
留
〔御
用
留

御
門
松
節
分
柊

鰯
鬼
打
木
御
用
留

・
温
恭
院
様

(明
治
二
年
八
月
～

十
七
回
忌
御
法
事
留
〕

同
三
年

一
二
月
)

第

一
冊

御
用
留

〔御
用
留

御
門
松
節
分
柊
鰯
鬼
打
木
御
用
留

・
温
恭
院
様
十
七
回
忌
御
法
事
留

※
「
(建
中
寺
)御
廟
番
組
(住
居
)図
面
」
「御
城
御
広
敷
局
向
図
」
の
括
り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

〔御
用
留

御
門
松
節
分
柊
鰯
鬼
打
木
御
用
留

・
温
恭
院
様
十
七
回
忌
御
法
事
留

二
〕

※
「明
治
三
年
午
十
二
月

御
門
松
節
分
柊
鰯
鬼
打
木
御
用
留

御
作
事
掛
」

留

内
家
御
作
事
掛
」
あ
り
。
「
(桜
之
御
間
大
奥
図
面
写
)」
「
(春
秋
館
絵
図
面
)」

り
付
け
あ
り
。

尾
四
1

益

凌
明
院
様
蕩
御
日
記
〔凌
明
院
様
莞
御
御
日
記
〕

尾

四
-

八
二

尾

四
-

八
三

尾

四
1

八
四

尾

四
-

八
五

*
凌
明
院
様
は

一
〇
代
将
軍
徳
川
家
治
。

豊
姫
様
御
紐
解
御
祝
留

*
豊
姫
は

一
四
代
お
よ
び

一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
四
女
。

内
家
御
作
事
掛

縦

 

一
〕

(明
治

二
年

八
月
～
同
三
年

七
月
)

内
家
御
作
事

掛

温

恭
院
様
は

一
四
代

将
軍
徳
川
家
茂

の
こ
と
。

(明
治

三
年
八
月

～

一
二
月
)

(内
家

御
作
事
掛

)

二

 

「明
治
三
午
年
八
月
八
日

三
之
丸
西
御
霊
屋
於
ゐ
て
温
恭
院
様
十
七
回
忌
御
法
事

「明
治
二
巳
年
七
月

慎
徳
院
様
拾
七
回
忌
御
法
事
之
節
(図
面
)」
の
括

(天
保

六
年

九

月

八

日

～

一

一
月

一
〇

日
)

(文
久
三
年
五
月
～

=

月
)

新
御
殿
御
広
敷
御
用
部
屋

縦縦

 

道
姫
様
御
紐
解
御
祝
儀
御
用

一
巻

(文
久
二
年
五
月
～

新
御
殿
御
広
敷
御
用
達

縦

同
三
年

一
二
月
)

*
「道
姫
様
御
紐
解
御
祝
儀
御
用
留

御
用
達
」
と
あ
り
。
「文
久
二
戌
年

別
段
御
入
用
御
勘
定
帳

御
広
敷
御
用
部
屋
」
「御
紐
解
二
付
御
式
正
御
召
服
類
御
出
来
代
払
判
帳
」

二
年
戌
十

一
月

道
姫
様
御
紐
解
御
祝
儀
被
為
整
候
御
入
用
御
勘
定
帳

新
御
殿
御
広
敷
御
用
部
屋
」
「大
納
言
様
6
被
進
候
御
召
服
代
金
拾
五
両
銀
壱
匁
五
分
仕
払

一
巻
」

三
亥
年
十
月

道
姫
様
御
式
正
夏
御
召
服
御
入
用
御
勘
定
帳

御
広
敷
御
用
部
屋
」
あ
り
。
道
姫
様
は

一
四
代
お
よ
び
一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
三
女
。

良
姫
様
菊
印
御
誕
生
様
御
用
留
〔
御
誕
生
御
用
留
〕

(明
治
元
年

=

月
～

新
御
殿
御
広
敷
御
賄
所

縦

同
四
年

一
一
月
)

*
「明
治
元
年
辰
十

一
月

御
誕
生
様
御
用
附
出
帳

新
御
殿
御
賄
所
」
あ
り
。
書
付
の
貼
り
付
け
あ
り
。
良
姫
様

一
四
代
お
よ
び
一
七
代
当
主
は
徳
川
慶
勝
の
七
女
。

豊
姫
様
御
誕
生
留

(安
政
四
年
正
月
～
八
月
)

御
広
敷
御
用
部
屋

縦

*
「御
色
直
御
箸
初

一
巻
」
あ
り
。

一一

ヨ 　　コ

文 文
久 久

 

一一

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

一
九



番

号

尾

四
1

八
六

尾

四
-

八
七

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

二
〇

表

題

年
月
日

作
成
者
(差
出
)

形
態

・
数
量

知
千
代
様
御
旗
留

(慶
応
二
年
三
月
～
五
月
)

御
城
御
広
敷
御
用
部
屋

縦

一

*
「知
千
代
様
御
旗
御
用
留
」
と
あ
り
。
「慶
応
四
辰
年

盛
千
代
様
御
初
幟
取
扱

・
安
千
代
様
五
年
目
取
扱

大
森
甚
左
衛
門

高
崎
定

=

あ
り
。
安
千
代
様
は

一
四
代
お
よ
び

一
七

代
当
主
徳
川
慶
勝
の
六
男
、
知
千
代
様
は
慶
勝
の
七
男
、
盛
千
代
様
は
慶
勝
の
一
〇
男
。

御
三
方
御
髪
置

一
巻

(安
政
五
年

一
一
月
～

新
御
殿
御
広
敷
御
用
部
屋

縦

一

文
久
元
年
七
月
)

*
「元
千
代
様

.
道
姫
様

.
豊
姫
様
御
髪
置

一
巻

御
用
達
」
と
あ
り
。
「午
盆
後
福
印
御
髪
置
御
用
代
払
判
帳
」
「安
政
五
午
年

道
姫
様
御
髪
置
御
当
リ
ニ
付
御
召
服
等
別
段
入
用
御

勘
定
帳

御
広
敷
御
用
部
屋
」
「安
政
五
午
年

豊
姫
様
御
髪
置
御
当
リ
ニ
付
御
召
服
別
段
入
用
御
勘
定
帳

御
広
敷
御
用
部
屋
」
「未
十
二
月

寿
御
髪
御
入
用
金

一
巻

御
用
達
」

「御
髪
置
御
金
廻
帳
」
「髪
印

御
用
代
払
判
帳
」
「文
久
元
酉
年

豊
姫
様
御
髪
置
御
召
服
代
御
勘
定
帳

御
広
敷
御
用
部
屋
」
あ
り
。
元
千
代
様
は
一
四
代
お
よ
び
一
七
代
当
主
徳

川
慶
勝
の
三
男
で
、
の
ち
の

一
六
代
当
主
徳
川
徳
成
(義
宜
)。
道
姫
は
徳
川
慶
勝
の
三
女
。

尾
四-

八
八

釣
姫
様
御
婚
礼
留

尾

四
-

八
九

尾

四
-

九
〇

御
遺
領
御
相
続
留

*
ヨ

釣
姫
様御

精進

日
定
L

あ

り
。

「諸
事

」
「
女
中
達
」

の
項
目
あ
り
。

(明
治
三
年

一
一
月
～

内
家
局
新
御
屋
敷
家
扶
頭
取

同
四
年
二
月
)

釣
姫
様
は

一
二
代
藩
主
徳
川
斉
荘
の
四
女
で
松
平
(大
給
)乗
命
の
室
。

(天
保

一
〇
年
三
月
二
五
日

御
小
納
戸
頭
取

～

一
二
月
二
〇
日
)

縦縦

三

 

*
一
二
代
藩
主
と
な

っ
た
徳
川
斉
荘
の
家
督
相
続
に
関
す
る
留
帳
。

第

一
冊

御
遺
領
御
相
続
留

〔
一
〕

(天
保

一
〇
年
三
月
二
五
日
～
四
月
二
九
日
)

御
小
納
戸
頭
取

※
「壱

写

御
召
類
惣
数
調
帳

御
小
納
戸
」
「弐

写

御
持
込
御
道
具
帳

田
安
御
小
納
戸
」
「三

写

御
道
具
調
帳

田
安
奥
坊
主
組
頭
」
「四

写

御
洗
足
御
道

具
帳

田
安
御
湯
殿
方
」
あ
り
。

第

二

冊

〔御
遺
領
御
相
続
留

二
〕

(天
保

一
〇
年
五
月
朔
日
～
五
月
晦
日
)

(御
小
納
戸
頭
取
)

※
「御
引
移
二
付
御
目
見
等
之
御
次
第
」
(折
本
)
の
貼
り
付
け
あ
り
。

第

三

冊

〔御
遺
領
御
相
続
留

三
〕

(天
保

一
〇
年
六
月
朔
日
～
一
二
月
二
〇
日
)

(御
小
納
戸
頭
取
)

※
巻
末
に

「弘
化
三
年
午
閏
五
月
朔
日

天
保
十
亥
年
源
諮
様
御
相
続
被
仰
出
田
安
御
屋
形
二
被
為
入
候
内
左
之
ヶ
条
御
吟
味
之
事
」
と
あ
り
。
源
諮
様
は
徳
川

斉
荘
の
こ
と
。

富
姫
様
御
誕
生
御
待
請
御
用
留

(明
治
三
年
八
月
～

新
御
屋
敷
御
膳
所

縦

一

同
四
年

一
〇
月
)

*
富
姫
は

一
四
代
お
よ
び

一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
八
女
。



尾

四
ー

九
一

尾

四
-

九
二

尾

四
ー

九
三

尾

四
-

九
四

尾

四
-

九
五

尾

四
ー

九
六

尾

四
ー

九
七

尾

四
-

九
八

安
千
代
様
御
旗
留

(慶
応
元
年
～
同
二
年
)

御
城

御
広
敷
御
用
部
屋

*
「菖
蒲
御
兜
初
仕
様
書

御
細
工
所
」
「慶
応
二
年

御
旗
御
用
留
」
あ
り
。
包
袋
入
り
で

「安
千
代
様
御
旗
等
図
面
」
(「御
旗
之
図
面
」

「向
屋
敷
図
面
」

一
枚
)あ
り
。
安
千
代
様
は

一
四
代
お
よ
び

一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
六
男
。

尭
之
助
様
御
誕
生
井
御
卒
去
留

*
「安
政
二
卯
年
七
月
廿
四
日

於
尾
州
尭
之
助
様
御
誕
生
留
」

一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
二
男
。

二

綴

、

縦

一

「御
旗
御
飾
場
所
図
面
」
二
枚
、

(安
政
二
年
～
文
久
元
年
)

江
戸

御
広
敷
御
用
部
屋

縦

一

「女
中
達
」
「安
政
二
卯
年
十
月

尭
之
助
様
御
事
馨
徳
院
御
卒
去
留
」
の
項
目
で
構
成
。
尭
之
助
様
は

一
四
代
お
よ
び

秋
英
院
様
御
卒
去
留

(明
治
二
年
八
月
)

御
広
敷
懸
り

副
家
知
事

縦

一

*
「御
様
躰
6
表
向
御
発
表
被
仰
出
候
迄
之

一
巻

御
卒
去
二
付
取
扱

御
法
号
と
も
」
(御
出
棺
に
関
す
る
図
面
の
括
り
付
け
あ
り
)、
「御
弘
」
「御
入
棺

二
付
取
扱
」
「御
出
棺
御
送

葬
江
付
諸
取
扱
」
「建
中
寺
初
出
方
」
「御
出
棺
後
御
座
所
向
等
御
清

一
巻
」
「女
中
達
」
「御
行
列
」
「御
廟
番
」
「御
新
葬
御
法
事

一
巻
」
(秋
英
院
の
御
廟
所
位
置
の
図
面
括
り
付

け
あ
り
)
の
項
目
で
構
成
。
秋
英
院
様
は
安
千
代
(
一
四
代
お
よ
び
一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
六
男
)
の
こ
と
。

霊
沼
院
様
御
卒
去
留

(明
治
二
年
三
月
～

一
二
月
)

副
家
知
事

縦

一

*
「霊
沼
院
様
御
容
躰
6
御
弘
迄

御
法
号
共
」
「御
卒
去
二
付
女
中
達
」
「御
入
棺

一
巻
」
「建
中
寺
初
出
方
」
「御
出
棺
御
送
葬
取
扱
」
「御
行
列
」
「御
廟
番
」
「御
出
棺
後
御
清

一

巻
」
「御
新
葬
御
法
事

一
巻
」
「御
新
葬
御
法
事
後
諸
達
等
」
の
項
目
で
構
成
。
霊
沼
院
様
は
盛
千
代
(
一
四
代
お
よ
び

一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
一
〇
男
)
の
こ
と
。

御
届
留
凶
事

*
「釣
姫
様
御
卒
去
二
付
取
扱
之
事
」

給
)乗
命
の
室
。

(明
治
三
年
～
同
五
年
)

(徳
川
家
)

縦

一

「井
上
従
五
位
殿
父
方
祖
母
死
去
之
事
」
等
、

一
族

・
御
縁
家
の
死
去
に
関
す
る
留
帳
。
釣
姫
様
は

一
二
代
藩
主
徳
川
斉
荘
の
四
女
で
松
平
(大

〔豊
姫
様
御
鉄
漿
初

一
巻
〕

*
「登
代
姫
御
鉄
漿
初
御
式
正
御
道
具
御
出
来
等
御
入
用
御
勘
定
帳

は
一
四
代
お
よ
び

一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
四
女
。

(明
治
二
年
～
同
三
年
)

(徳
川
家
内
家
局
)

内
家
局
」
「登
代
姫
御
鉄
漿
初
御
式
御
召
服
御
出
来
御
入
用
御
勘
定
帳

内
家

局
」
あ

り
。

縦

一

豊
姫
(登
代
姫
)様

〔道
姫
様
御
鉄
漿
初

・
安
千
代
様
御
袴
着
御
用
留
〕

(明
治
元
年
～
同
二
年
)

(新
御
殿
御
広
敷
御
役
所

・
徳
川
家
内
家
局
)

縦

一

*
「福
印
御
召
服
大
法
直
段
積
」
「駒
印
御
召
服
等
代
積

一
巻
」
「明
治
元
辰
年

道
姫
様
御
鉄
漿
初
御
祝
儀
被
為
整
候
付
御
入
用
御
勘
定
帳

内
家
局
」
「明
治
元
辰
年

安
千
代
様
御

袴
着
被
為
整
候
付
御
入
用
御
勘
定
帳

内
家
局
」
あ
り
。
道
姫
様
は

一
四
代
お
よ
び
一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
三
女
。
安
千
代
様
は
徳
川
慶
勝
の
六
男
。

旅
費
定
則

(明
治
五
年
～
同
二
五
年
)

*
国
内
外
の
旅
行
費
用
の
規
則
、
お
よ
び
関
連
書
類
を
ま
と
め
た
も
の
。
書
翰
の
貼
り
付
け
あ
り
。

尾
四
-

九九

(御
道
具
類
)御
用
留

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

(明
治
四
年
～
同
五
年
)

出
納
懸

御
道
具
掛

二

一

縦縦

一一



番

号

尾

四
1

δ
0

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

二
二

表

題

年
月
日

作
成
者
(差
出
)

形
態

・
数
量

*
書
付
の
貼
り
付
け
、
お
よ
び
括
り
付
け
あ
り
。

(御
作
事

.
諸
事
)御
用
留

(明
治
三
年
～
同

一
二
年
)

(内
家
)御
作
事
掛

・
徳
川
邸

縦

一
二

第

一
冊

(御
作
事
)御
用
留

〔
一
〕

(明
治
三
年
～
同
四
年
)

(内
家
)御
作
事
掛

※
「御
城
御
引
払

一
件
」
「明
治
三
午
十

一
月
ヨ
リ
東
御
屋
敷
御
住
居
向
御
用
留
」
(「御
畳
御
用
聞
田
嶋
屋
久
米
右
衛
門
御
畳
頭
御
申
付
仕
度
旨
」
願
書
二
通
が

括
り
付
け
ら
れ
て
い
る
)あ
り
。
「
(御
霊
屋
御
掃
除
仕
候
落
葉
取
扱
二
付
)書
付

三
之
丸
御
霊
屋
御
番
人
」
(包
紙
あ
り
)
の
括
り
付
け
あ
り
。
書
付
の
貼
り

付
け
多
数
あ
り
。

第

二

冊

(御
作
事
)
〔御
用
留

二
〕

(明
治
四
年
)

(内
家
)御
作
事
掛

※
「
(東
御
屋
敷
)御
引
移
御
用
初
別
段
御
入
用
口
」
「未
十
二
月

来
申
年
年
頭
御
門
松
鬼
打
木
御
飾
方

一
巻

附
節
分
柊
鰯
と
も
」
「建
中
寺
御
法
事
留
」
(源
僖

様
三
拾
三
回
御
忌
御
法
事
)、
「入
札
控
」
「源
欽
様
弐
十
三
回
御
忌
御
法
事
御
入
用
帳
」
「未
七
月
五
日

・
六
日
源
諮
様
二
十
七
回
御
忌
御
法
事
留
」
あ
り
。

源
僖
様
は

一
一
代
藩
主
徳
川
斉
温
、
源
欽
様
は

一
三
代
藩
主
徳
川
慶
戚
、
源
諮
様
は

一
二
代
藩
主
徳
川
斉
荘
の
こ
と
。

第

三

冊

(御
作
事
)御
用
留

〔三
〕

(明
治
五
年
)

(内
家
)御
作
事
掛

※
「明
治
五
壬
申
年

定
光
寺
御
位
牌
所
取
縮
瓦
葺
二建
直
シ
一
巻
」
「(下
御
庭
秋
葉
社
御
引
建
二
付
)御
入
用
積

一
巻

正
御
入
用
添
達
と
も
」
「社
寺
向
ヨ
リ
之

達
綴
」
「商
法
掛
り
江
無
代
渡
諸
色
留
」
あ
り
。
書
付
の
貼
り
付
け
あ
り
。

第

四

冊

第

五

冊

第

六

冊

第

七

冊

第

八

冊

第

九

冊

(御
作

事

・
土
木

)
御
用
留

〔四
〕

(明
治
六
年

)

土
木
掛

(諸
事

)
御
用
留

〔
こ

(五
)

(明
治
八
年

)

徳
川
邸

※
「壱

一
護
国
院

山
王
権
現
模
様
替
井
拝
殿
渡
り
殿
等

取
殿
可
申
事
」

か
ら

「
十
五

一
小
沢
久

兵
衛
事

年

々
差
上
物

仕
候

付
御
報

ひ
被
下
方
之
事

」
ま

で

一
五

項
目
を

収
録
。
書
状

・
文
書

の
貼
り
付

け
、

お
よ
び
括
り
付

け
多
数
あ
り
。
全

一
二
五
項
目

の
細

目
あ

り
。

(諸
事

)
〔御
用
留

二
〕
(六
)

(明
治

七
年

一
二
月

～
同

九
年
)

(徳
川
邸
)

※
「
十
六

一
伊
藤

・
関
戸
両
家
江
御
貸

下
金
之
内
四
万

八
千
円
口
之
内
利
子

取
立
方

之
事
」

か
ら

「
四
十

一
旧
諸
隊
井
旧
雑
使
拝

借
金
之

事
」
ま

で
を
収
録

。

書
状

・
電
報

の
貼
り
付
け
多
数
あ

り
。

(諸
事

)
〔御
用
留

三
〕
(
七
)

(明
治

八
年

～
同
九
年

)

(徳
川

邸
)

※
「
四
十

一

一
官
員
遠
藤

確
蔵

江
於
東
京
表
御

貸
渡
金
取
立
方
之
事

」
か
ら

「八

十

一
万
松
寺
住
職
生
駒

圓
之
事

説
教
戒
会

執
行

二
付
他
行

届
之
事
」
ま

で
を

収
録
。
書
状

の
貼
り
付
け
、
お
よ

び
括
り
付
け
あ

り
。

(諸
事
)
〔御

用
留

四
〕
(八
)

(明
治

八
年

～
同

一
〇
年

)

(徳
川
邸

)

※
「
八
十

一

一
農

君
様
御
養

子

一
巻
」

か
ら

「百

廿
五

一
建
中

寺
墓

地
共
有
惣
代

調
印

之
事
」
ま

で
を
収
録

。
書

状

の
貼
り
付

け
あ
り
。
農

君
様

は
、

の
ち

に

一
八
代
当
主
と
な

る
徳
川
義
禮

の
こ
と
。

(諸
事

)御

用
留

〔
一
〕
(九

)

(明
治

一
〇
年
)

徳

川
邸



第

一
〇
冊

第

一
一
冊

第

一
二
冊

※
コ

一
近
江
屋
直

吉

ヨ
リ
蕪
粕
漬

壱
桶
差
上
候
右

二
付

浅
草
海
苔
被
下
事
」

か
ら

「六

十

一
津

金
忠
恕
初
五
名
井
森
政

造
助
六
名

よ

り
何

故
御
賞

典
不

被
下

哉
之
義
御

諭
願

二
返
答
之
事
」

ま

で
を
収
録
。
書

状

の
貼
り
付

け
多
数
あ
り
。
全

二
三
四
項
目

の
細

目
あ

り
。

(諸
事

)
〔御
用
留

二
〕
(十
)

(明
治

一
〇
年

～
同

一

一
年
)

(徳

川
邸
)

※
「六
十

一

一
高

岳
院
本
堂
御
営
繕

二
付
願

二
傍

テ
御
寄

附
品
之
事
」

か
ら

「
百
五

一
愛
知
県
博
物

場
江
献
金
之
事
」
ま

で
を
収
録
。

「第

一
区
坂
上

町
相
応

寺

境
内
図
」
(彩
色
、
袋

入
り
)
の
括

り
付

け
あ

り
。
書
状

の
貼
り
付
け
多
数
あ

り
。

(諸
事

)
〔御
用
留

三
〕
(十

一
)

(明
治

一
〇
年

～
同

=

年
)

(徳
川
邸

)

※
「百
六

一
松
井

吉
甫
江
御

貸
下

ヶ
御
手
許

金
之
事
」

か
ら

「百

四
十
八

一
親

族
武
嶋
作

次
郎

6
御
鏡
餅

献
上

之
事
」
ま

で
を
収
録

。
コ

位
様

よ
り
東
京

府

庁

へ
御

願
相
成
候
書
面

入
」

綴

(袋
入

り
)
の
括
り
付

け
あ

り
。

一
位
様

は

一
四
代
お
よ

び

一
七
代

当
主
徳
川
慶
勝

の
こ
と
。
書
状

の
貼
り
付
け
多
数
あ

り
。

(諸
事

)
〔御
用
留

四
〕
(十
二
)

(明
治

一
〇
年

～
同

一
二
年
)

(徳
川
邸

)

※
「百

四
十

九

一
愛
知
県
中
学
校
江
御

献
金
之
事
」

か
ら

「
弐
百
三
十

四

一
横

網
町
御
新
邸

へ
御

引
移
之
事
」
ま

で
を
収
録
。
書

状

の
貼
り
付

け
、
お
よ

び
括

り
付

け
多
数
あ
り
。

尾

四
1

δ

一

(家

扶

)
日
記

江

戸

(東
京

)

第

一

冊

第

二

冊

第

三

冊

第

四

冊

第

五

冊

第

六

冊

第

七

冊

第

八

冊

第

九

冊

第

一
〇
冊

第

一
一
冊

(明

治

四

年

四
月

一
〇

日

～

徳

川

邸

・
家

扶

・

同

二

六
年

一
二
月

三

一
日

)

(家
扶

)
日
記

江
戸

(東
京
)
〔
一
〕

(明
治

四
年

四
月

一
〇

日
～
五

月
晦

日
)

徳

川
邸

※
書
付

の
括

り
付
け
あ
り
。

(家

扶
)
〔
日
記

江
戸

(東
京

)
二
〕

(明
治

四
年

六
月
朔

日
～
八
月
二
九
日
)

(徳
川
邸

)

(家
扶

)
〔日
記

江
戸

(東
京

)
三
〕

(明
治

四
年
九
月
朔

日
～

一
二
月
晦

日
)

(徳

川
邸
)

(家
扶

)
日
記

一
(四

)

(明
治
五
年

正
月
朔

日
～
五

月
晦

日
)

家
扶

(家

扶
)
〔
日
記

二
〕
(五

)

(明
治
五
年

六
月
朔
日

～

一
二
月
二
日
)

(家

扶
)

※
「御

誕
生
様
御
万
宝
御

小
脇
差

御
持
書
」
あ

り
。

(家

扶
)
日
記

〔
こ

(六
)

(明
治
六
年

一
月

一
日

～
五
月
三

一
日
)

一
等
家

従

※
「年
頭
御

略
式
等
凡
例
」
あ

り
。

(家
扶
)
〔
日
記

二
〕
(七
)

(明
治
六
年

一
月

一
日

～

一
二
月

二
七
日
)

(
一
等

家
従

)

※
書
状

の
貼
り
付
け
あ
り
。

(家

扶
)
日
記

〔
こ

(八
)

(明
治
八
年

一
月

一
日

～
五
月
三

一
日
)

一
等

附

(家
扶

)
〔日
記

二
〕
(九

)

(
明
治

七
年
六
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(
一
等
附

)

(家
扶

)
日
記

〔
一
〕
(十

)

(
明
治

八
年

一
月

一
日
～
五
月
三

一
日
)

一
等
家
従

(家
扶

)
日
記

〔
二
〕
(十

一
)

(明
治
八
年
六
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(
一
等
家

従
)

一
等
家
従

・
一
等
附

・
役
局

縦

四
二

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

二
三



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

番

号

表

題
第

一
二
冊

第

一
三
冊

第

一
四
冊

第

一
五
冊

第

一
六
冊

第

一
七
冊

第

一
八
冊

第

一
九
冊

第
二
〇
冊

第
二
一
冊

第 第 第

四 三 二
冊 冊 冊

 

第
二
五
冊

第
二
六
冊

第
二
七
冊

第
二
八
冊

第
二
九
冊

第
三
〇
冊

年

月

日

作

成

者

(差

出

)

(家

扶
)
日
記

〔
こ

(十
二
)

(明
治
九
年

一
月

一
日

～
五
月
三

一
日
)

家
従

※
書

状

の
貼
り
付

け
あ

り
。

(家
扶
)
〔
日
記

二
〕
(十
三
)

(明
治
九
年

六
月

一
日

～
同

一
〇
年

二
月
二
八

日
)

(家
従

)

※
書

状

の
貼
り
付
け
あ

り
。

(家
扶

)
日
記

〔三
〕
(十
四
)

(明
治

一
〇
年
三
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(家

従
)

※
書
状

の
貼
り
付
け
、
お

よ
び
括
り
付
け
あ

り
。

(家
扶

)
日
記

〔
こ

(十

五
)

(家
扶

)
日
記

〔
二
〕
(十
六
)

(家
扶

)
日
記

〔
こ

(十
七
)

(家
扶

)
〔日
記

二
〕
(十
八
)

(家
扶
)
日
記

〔
一
〕
(十
九

)

(家
扶

)
〔日
記

二
〕
(二
十
)

(家
扶
)
日
記

〔
こ

(二
十

一
)

※
書
付

の
挟

み
込
み
あ
り
。

(家
扶

)
〔日
記

二
〕
(二
十
二
)

(家
扶
)
日
記

〔
一
〕
(二
十
三

)

(家
扶

)
〔日
記

二
〕
(二
十
四
)

※
書

翰
や
葉
書

の
貼
り
付
け
、

(家
扶
)
日
記

〔
こ

(
二
十
五

)

(明
治

九
年

一
月

一
日
～
六
月
三
〇

日
)

家
扶

(明
治
九
年

七
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(家

扶
)

(明
治

一
〇
年

一
月

一
日
～
六
月
三
〇

日
)

家
扶

(明
治

一
〇
年

七
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(家

扶
)

(明
治

一
一
年

一
月

一
日
～
六
月
三
〇

日
)

(家
扶

)

(明
治

一
一
年
七
月

一
日
～

一
二
月
ご
二

日
)

(家

扶
)

(明
治

一
二
年

一
月

一
日
～
六
月
三
〇

日
)

家
扶

※
書
翰

や
葉
書

の
貼

り
付
け
あ
り
。

(家

扶
)
〔
日
記

二
〕
(二
十
六
)

※
書
翰

の
貼
り
付
け
あ

り
。

(家

扶
)
日
記

〔
一
〕
(二
十
七

)

(明
治

一
五
年

一
月

一
日
～
六
月
三
〇

日
)

(家

扶
)
〔
日
記

二
〕
(二
十
八
)

(明
治

一
五
年

七
月

一
日

～

一
二
月
三
〇
日
)

(家

扶
)
日
記

〔
一
〕
(二
十
九

)

(明
治

一
六
年

一
月

一
日
～
六
月
二
九

日
)

(家

扶
)
〔
日
記

二
〕
(三
十
)

(明
治

一
六
年
六

月
三
〇
日
～

一
二
月
三

一
日
)

※
書
翰

・
葉
書

の
貼
り
付

け
あ

り
。 (明

治

一
二
年

七
月

一
日
～

一
二
月
=
二

日
)

(明
治

一
三
年

一
月

一
日
～
六
月
三
〇

日
)

(明
治

一
三
年
七
月

一
日
～

一
二
月
ご
二

日
)

お
よ

び
括
り
付
け
あ

り
。

(明
治

一
四
年

一
月

一
日
～
五
月
三

一
日
)

紙
片

(名
刺
)
の
挟

み
込
み
あ
り
。

(明
治

一
四
年

六
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日

)

(家
扶

)

家

扶(家
扶

)

御
家
扶

(御
家
扶

)

家
扶(家

扶
)

御
家
扶

(御
家
扶
)

二
四

形
態

・
数
量



尾

四
-
一〇
一イ

第 第 第

冊 冊 冊

 

第
三
四
冊

第
三
五
冊

第
三
六
冊

第
三
七
冊

第
三
八
冊

第
三
九
冊

第
四
〇
冊

第

四

一
冊

第
四
二
冊

(家
扶

)
日
記

〔
こ

(三

十

一
)

(明
治

一
七
年

一
月

一
日
～
六
月
三
〇

日
)

家
扶

(家
扶

)
〔日
記

二
〕
(三
十

二
)

(明
治

一
七
年
七
月

一
日
～

一
二
月
三

〇
日
)

(家
扶

)

(家
扶

)
日
記

〔
こ

(三
十
三

)

(明
治

一
八
年

一
月

一
日
～
七
月

一
日
)

御
家
扶

※
紙
片

(名
刺

)
の
挟
み
込

み
あ

り
。

(家
扶
)
〔日
記

二
〕
(三
十

四
)

(明
治

一
八
年
七
月

二
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(御
家
扶

)

※
葉
書

・
紙
片

(名
刺

)
の
貼
り
付

け
あ

り
。

(家
扶
)
日
記

(三
十
五
)

(明
治

一
九
年

一
月

一
日
～

一
二
月

三
〇
日
)

御
家

扶

※
末
尾

に

「
水
野
忠
雄
御
事

調
出
頭

日
」

の
書

上
あ
り
。

(家

扶
)
日
記

(三
十
六
)

(明
治

二
〇
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

当
直

(家
扶

)

※
葉
書

・
電
報

・
紙
片

(名
刺
)
の
挟

み
込
み
あ
り
。

(家
扶

)
日
記

(三
十
七
)

(明
治
二

一
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

家
扶

※
葉
書

・
紙
片

(名
刺

)
の
挟

み
込

み
あ

り
。

(家
扶

)
日
記

(三
十
八
)

(明
治
二

二
年

一
月

一
日
～

一
二
月

三

一
日
)

家
扶

※
紙
片

(名

刺
)
・
電
報
、

お
よ
び

「各
新

聞
社
別
配
達
報
告

入
」
(朝
野
新
聞

や
都
新
聞

の
号
外
等

)
の
挟

み
込

み
あ

り
。

(家
扶

)
日
記
簿

〔
日
記
〕
(三
十
九

)

(明
治

二
一二
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三
〇

日
)

(家
扶

)

※
葉
書

の
挟

み
込
み
あ
り
。
罫
線
あ

り
。

(家
扶

)
日
記
簿

〔
日
記
〕
(四
十
)

(明
治

二
四
年

一
月

一
日

～

一
二
月
三

一
日
)

役

局

(家
扶

)

※
書
付
等

の
挟

み
込
み
あ
り
。
罫
線

あ
り
。

(家
扶
)
日
記

(四
十

一
)

(明
治

二
五

年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

本
所
徳
川

※
書
付

・
葉
書

・
紙
片

(名
刺

)等

の
挟

み
込

み
あ

り
。
電
報

の
綴

じ
込
み
あ
り
。

(家
扶

)
日
記

(四
十

二
)

(明
治

二
六
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(家
扶

)

※
書

付

の
挟

み
込
み
あ
り
。
罫
線
あ

り
。

(家

扶

)
日
記

江

戸

(東

京

)

(明

治

七
年

～
同

八

年

)

一
等

家

従

第

一

冊

(家

扶
)
日
記

〔江

戸

(東
京

)
一
〕

(明
治

七
年

一
月

一
日
～
九
月

三
〇
日
)

一
等

家
従

※
書

翰

の
貼
り
付

け
あ

り
。

第

二

冊

(家

扶
)
〔
日
記

江

戸

(東
京

)
二
〕

(明
治

七
年

一
〇
月

一
日
～
同

八
年
六
月
三
〇

日
)

(
一
等
家

従
)

第

三

冊

(家
扶

)
〔
日
記

江

戸

三
〕

(明
治

八
年

七
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日

)

(
一
等
家
従

)

縦

三

 

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

二
五



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

番

号

表

題

年
月
日

作
成
者
(差
出
)

二
六

形
態

・
数
量

※
書
翰

の
括

り
付
け
あ
り
。

尾

四
1

δ
ご

(家

扶

)
日
記

尾

四
⊥

〇
ニ
ィ

第

冊

第

二

冊

第

三

冊

第

四

冊

第

五

冊

第

六

冊

第

七

冊

(明

治

四

年

正

月

～

家

扶

同

二
五

年

一
〇

月

)

(家

扶
)
日
記

〔
こ

(明
治

四
年
正
月

七
日
～
二
月
晦

日
)

家
扶

※

「明
治

四
年
未

正
月

高
年
取
扱

留

取
扱
内
藤
鉄
太

郎
」
あ
り
。

明
治

四
年
正
月

七
日
条

以
前

の
二
丁

分
が
上
部
欠
損

に
よ

り
、

(家
扶

)
〔
日
記

二
〕

(明
治

四
年

三
月
朔

日
～
四
月
晦

日
)

(家
扶
)

※
明
細
短
冊

の
雛

形

の
貼
り
付

け
、

お
よ
び
括
り
付

け
あ
り
。

(家
扶

)
〔
日
記

三
〕

(明
治

四
年

五
月
朔
日

～
七

月
晦

日
)

(家

扶
)

※

「元
准
士

族
以
下
人
名
年
齢
等

調
帳
」
あ

り
。
書

翰

の
括
り
付

け
あ

り
。

(家
扶

)
〔
日
記

四
〕

(明
治

四
年

八
月
朔
日

～
九

月
晦

日
)

(家

扶
)

※

「従
三
位
様

御
上
京
十

日
振
御
休

泊
割
」
あ

り
。

「
(定

光
寺
)
御

社
参
之
次
第
」
(綴

)
の
挟

み
込
み
あ
り
。

(家
扶

)
〔
日
記

五

〕

(明
治

四
年

一
〇
月
朔

日
～

一
二
月
晦

日
)

(家
扶

)

※
「明
治

四
年
未

十

一
月

奥
方
様
御

上
京

一
巻
」

「城
郭

御
私
物

一
件
」
あ

り
。
書
翰

の
貼

り
付

け
あ
り
。

(家

扶
)
日
記

〔
こ

(六
)

(明
治
五
年
正

月
元
旦
～
同
七
年

四
月
三
〇
日
)

(家
扶
)

(家

扶
)
〔
日
記

二
〕
(七
)

(明
治
七
年
五

月

一
日
～
同

二
五
年

一
〇
月
)

(家
扶
)

※
書
翰

の
貼
り
付
け
あ
り
。

(家

扶

)
日

記

*
名
古
屋
徳
川
邸

の
家

扶

の
日
記
。

第 第 第

冊 冊 冊

 

第

四

冊

第

五

冊

第

六

冊

(明
治

一
五
年
～
同
;

二
年
)

(御
家
従

・
御
家
扶
)

(家
扶

)
日
記

〔
こ

(明
治

一
五
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

御
家
従

(家
扶

)
〔日
記

二
〕

(明
治

一
六
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(御
家

従
)

(家
扶
)
〔日
記

三
〕

(明
治

一
七
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(御
家

従
)

※
葉
書

の
括

り
付
け
あ
り
。

(家
扶
)
〔日
記

四
〕

(明
治

一
八
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

(御
家

従
)

※
書
翰

の
挟

み
込
み
あ
り
。

(家
扶

)
〔日
記

五
〕

(明
治

一
九
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三
〇

日
)

(御
家

従
)

※
書
翰

の
括
り
付
け
あ
り
。

(家
扶

)
〔日
記

六
〕

(明
治

二
〇
年

一
月

一
日
～
同

二

一
年

一
月
三

一
日
)

御
家
扶

月

日
不
詳
。

縦縦

七八



尾

四
-

一〇
三

第

七

冊

(家
扶

)
〔日
記

二
〕
(七
)

第

八

冊

(家
扶

)
〔日
記

三
〕
(
八
)

(明
治

二

一
年

二
月

一
日
～
同
二
二
年
六

月
三
〇
日
)

(御
家
扶
)

(明
治

二
二
年
七
月

一
日
～
同
;

二
年

一
二
月
三

一
日
)

(御
家
扶

)

(家

扶

)
日

記

〔尾

州

〕

(明

治

五

年

～
同

一
四

年

)

(家

扶

)

*
名
古
屋
徳
川
邸

の
家

扶

の
日
記
。

第

一

冊

(家
扶

)
〔日
記

尾
州

一
〕

(明
治
五
年
正
月

四
日
～
六
月

二
九

日
)

(家
扶

)

※
書

状

の
貼

り
付
け
、
お
よ

び
括

り
付
け
あ
り
。

第

二

冊

(家

扶
)
〔
日
記

尾
州

二
〕

(明
治

五
年
七
月
朔

日
～
同
六
年
九
月
三

〇
日
)

(家

扶
)

※
「
(両

山
御
宗

家
様
御
代

々
御
霊
前

方
江
)
御
参

詣
御
名
代
御
定
」

「従

一
位
様

御
参

詣
御
名
代

御
定
」
あ

り
。

従

一
位
様

は

一
四
代
お
よ

び

一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝

の
こ
と
。

第

三

冊

(家

扶
)
〔
日
記

尾

州

三
〕

(
明
治

六
年

一
〇
月

一
日
～
同

一
〇
年

一
二
月
三

一
日
)

(家
扶
)

※
裏
表

紙

に

「
明
治

五
年

ヨ
リ
同
十
年

マ
デ
日
記

家

扶
」
と
あ

り
。
書

翰

の
貼

り
付
け
あ
り
。

第

四

冊

第

五

冊

第

六

冊

第

七

冊

(家
扶

)
日
記

〔尾
州

一
〕
(四
)

(明
治

一
一
年

一
月

一
日

～

一
二
月

三

一
日
)

(家
扶

)
〔
日
記

尾
州

二
〕
(五
)

(明
治

一
二
年

一
月

一
日

～

一
二
月

三
〇
日
)

※
書
翰

の
貼
り
付
け
、

お
よ
び
括
り
付

け
あ

り
。

(家
扶

)
〔日
記

尾
州

三
〕
(六
)

(明
治

一
三
年

一
月

一
日
～

一
二
月

三

一
日
)

※
書
翰

の
貼
り
付
け
あ

り
。

(家
扶

)
〔日
記

尾
州

四
〕
(七
)

(明
治

一
四
年

一
月

一
日
～

一
二
月
三

一
日
)

※
書
翰

の
括
り
付
け
あ

り
。

尾
四1

δ
四

(家
扶
)
日
記

瓦
町
邸
〔瓦
町
〕

(明
治
二
四
年

一
〇
月
二
九
日

～
同
二
五
年
三
月
八
日
) 家

扶
(家
扶
)

(家

扶
)

(家

扶
)

(家
扶
)

縦

七

書
状

の
貼
り

付
け
、
お
よ

び
括

り
付
け
あ

り
。

縦

一

*
浅
草
瓦
町
別

邸

の
家
扶

の
日
記
。

尾
四1
δ
五

御
在
国
日
記第

一

冊

第

二

冊

(慶

応

四
年

一
月

～

組

頭

・
役

懸

明
治

五

年

二

月

)

御
在
国

日
記

〔
一
〕

(慶
応

四
年
正
月
朔

日
～
明
治

二
年

一
二
月
二
九
日

)

組
頭

・
役
懸

※
書
付

の
括

り
付

け
あ
り
。

〔御
在

国
日
記

二
〕

(明
治

三
年
正
月
朔

日
～
同
五
年

一
一
月

一
三
日
)

(組
頭

・
役

懸
)

※
「
御
城
御
引
払

二
付
御
品
之
納
場
所
覚

」
「
巳
年
差
上
金
名
前

」
「
午
年
中
御
側
江
差

上
物
之
御
賞

調
」

縦

二

 

の
項

目
あ
り
。
書

状

の
貼
り
付

け
、

お
よ

び
括
り
付

け

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

二
七



番

号

尾
四1
6
六

尾

四
1

δ
七

尾

四
1

δ
八

尾

四
1

δ
九

尾

四
ー

二

〇

尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
(六
)

二
八

表

題

年
月
日

作
成
者
(差
出
)

形
態

・
数
量

あ
り
。

(家
扶
)
日
記
〔用
度

江
戸
〕

(明
治

一
一
年

一
月

一
日
～

用
度
掛

縦

一

同

一
二
年
四
月
九
日
)

*
書
付
の
括
り
付
け
あ
り
。

於
登
代

〔お
豊
〕
様
御
事
瓦
町
御
邸
御
止
宿
日
記

(明
治

一
三
年
五
月

一
四
日

徳
川
邸

縦

一

～
九
月
二
四
日
)

*
中
表
紙
に

「明
治
十
三
年

日
記

浅
草
瓦
町
御
邸
詰
」
と
あ
り
。
書
翰
の
貼
り
付
け
あ
り
。
於
登
代
(豊
姫
)
は
一
四
代
お
よ
び
一
七
代
当
主
徳
川
慶
勝
の
四
女
。
養
生
の
た
め
、

浅
草
瓦
町
邸
に
止
宿
し
て
い
た
と
き
の
日
記
。
明
治

=
二
年
九
月
二
四
日
に
本
邸
に
移
る
。

雑
事
留

(明
治
四
年
～
同

=
二
年
)

縦

一

*
徳
川
家
へ
の
様
々
な
願
書

・
届
書

・
書
状
等
を
綴
っ
た
も
の
。

営
繕
井
修
繕
書
綴

(明
治
二
五
年
七
月
～

縦

一

同
二
六
年

一
二
月
)

*
「瓦
町
邸
営
繕
費
積
書
」
や
修
繕
箇
所
の
仕
様
書
等
を
綴
っ
た
も
の
。
図
面
の
綴
じ
込
み
あ
り
。

年
頭
暑
寒
(取
扱
留
)

(明
治
二
年
六
月
～

縦

一

同
五
年

一
一
月
)

*
コ
ニ
位
中
将
様
土
用
入
御
取
扱
」
「入
寒
二
付
御
内
輪
御
取
扱
」
「年
頭
調
」
等
、
尾
張
家
お
よ
び
御
縁
家

・
御
心
安
の
諸
家
へ
の
年
頭
や
暑
寒
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
留
帳
。

虫
損
あ
り
。
三
位
中
将
は

一
六
代
当
主
徳
川
義
宜
の
こ
と
。


